
第 1 0 回 ｢産科医療補償制度原因分析委員会｣ 会議録

日 時 : 平成 2 1 年 1 2 月 1 5 日 (火) 午後 4 : 0 0 ~午後 6 : 0 0

場所 : 日 本医療機能評価機構 9 階ホール
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○事務局 (久保)

事務局でございます。 本 日 はお忙 しい中 、 ご出席いただき ま して 、 ま こ と にあ り が と う

ご ざいます。 委員会を開始いた します前に資料の確認を させていただき ます。 よ ろ し く お

願いいた します。

まず委員の先生方の座席表 と 出席一覧が ございます。 次に第 1 0 回原因分析委員会の次

第 と 資料一覧がございます。 その下に議事資料が ございます。

次に 、 資料でございますが、 資料 1 か ら 8 までございます。 資料 1 でございますが 、 ｢第

8 回 、 第 9 回原因分析委員会の原因分析報告書の記載に関する論点整理｣ でございます。

資料 2 でございますが、 ｢原因分析に当たっての岡井委員長の考え｣ でございます。 資料 3

でございますが、 ｢原因分析に当たっ ての岡委員長の考えに対する各委員の意見｣ でござい

ます。 資料 4 でございますが、 ｢原因分析報告書 く仮想事例 3 ) (修正版) ｣ で ご ざいます。

資料 5 でございますが、 ｢原因分析報告書 く仮想事例 3 ) (修正版) 別紙｣ でございます。

資料 6 でございますが 、 ｢原因分析報告書作成マニュ アル案｣ でございます。 資料 7 でござ

いますが 、 ｢原因分析のための診療情報の入手について (お願い) ｣ で ございます。 そ して

最後に資料 8 でございますが、 ｢原因分析のための診療録等のご提供について ( ご依頼) ｣

で ございます。 そ して 、 その下に ｢産婦人科診療ガイ ドラ イ ン産科編 2 0 0 8 ｣ 、 ｢助産所

業務ガイ ド ラ イ ン 2 0 0 4 年版｣ 、 ｢模擬部会において取 り ま と めた仮想事例の原因分析報

告書｣ 及び ｢委員用資料フ ァ イル｣ を配付 してお り ます。 これ ら のガイ ドラ イ ンや委員用

資料フ ァ イルな どの資料は、 次回以降の委員会でも使用する こ と になっ てお り ますので、

委員会終了後 も机に置いたまま に していただ く よ う お願いいた します。

資料につき ま しては以上でございます。 ただいま 申 し上げた資料の中で不足が ございま

した らお知 らせいただけますよ う お願いいた します。

それでは、 定刻にな り ま したので 、 ただいまか ら第 1 0 回産科医療補償制度原因分析委

員会を開催いた します。 なお 、 本 日 ご出席予定の板橋先生か ら 、 先ほ どご都合に よ り ご欠

席の ご連絡をいただいてお り ます。 それでは、 議事進行を これよ り 岡井委員長にお願い申

し上げます。

○岡井委員長

それでは、 第 1 0 回の産科医療補償制度原因分析委員会を始め させていただき ます。 本

日 の議事は 、 そ こ に ございますよ う に 、 原因分析報告書の記載に関する考え方、 これを今

まで何回か議論 してき ま したので 、 本 日 こ こ で整飜鬘 したい と い う こ と でございます。
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それか ら 、 その次に 、 原因分析報告書作成のマニュアルに関 しま して 、 き ょ う 決め させ

ていただいた こ と にのっ と っ て追加事項等、 書き加える 、 あ るいは場合に よ っ た ら変更す

る と こ ろが出て く る ので、 その こ と を議題に させていただいて 、 3 番 割こ 、 全 く 別の こ と

ですが、 緊急搬送等において、 実際に分娩された施鑄役以外のその前の と こ ろでの妊婦さ ん

の管理の状況等の情報が欲 しい と き に 、 ど う い う ふ う な形で診療録等を提供 して も ら う か

と い う こ と 、 それか ら 、 最後 、 原因分析報告書の公表に関 しての こ と で、 少 し議題がござ

います。

そ う い う こ と で、 本 日 は最初に、 原因分析報告書の記載に関する考え方か ら始めたい と

思います。 こ の件につき ま しては 、 本 日 ご出席の委員の先生方には、 これまでの 2 回の委

員会でディ スカ ッ シ ョ ンを してき た内容は、 ご理解いただいている と お り だ と思いますが、

論点 と しま して 、 報告書の中に回避可能性に関する こ と を記載するかど う か と い う こ と 、

それか ら 、 も う 一つは、 それに も ち ろん関連する んですが、 ご家族か らそ う い う こ と に関

する質問があっ た と き に 、 それに対 して ど う 対応する か と い う 、 その 2 点であ り ます。 そ

れに関する これまでの各委員か らの ご意見、 私 も意見を言わせて も ら っ ています。 資料に

出てお り ますが 、 第 9 回ま での こ こ の委員会では、 医療を提供する側、 すなわち医師側 と

有識者の代表でい ら っ しゃ る委員の先生方 と の間で意見が異なっ ていたので、 少人数でそ

の意見の調整ができ ないか と い う こ と で、 打ち合わせ会 と い う のを行いま した。 これが 1

2 月 2 日 でございます。 1 ページ 目 に出てお り ますメ ンバーでディ スカ ッ シ ョ ンを したわ

けですが 、 その議論の結果については、 1 ページの下に出ている と お り で、 今ま でのそれ

ぞれの医療提供側の意見 と有識者代表の先生方の意見は平行線であ る と い う こ と でござい

ます。 これは制度のあ り 方の問題であ り ま して 、 それぞれの立場が違 う ので、 どっ ちが正

しいか と い う のはなかなか難 しい問題で、 どち ら のほ う が制度 と して う ま く やっ ていけ る

か と い う 問題になろ う か と 思います。 そ う い う こ と で、 意見の一致は見なかっ たわけです

が 、 こ のま まで対立 していて も仕方がない と い う こ と で、 鈴木委員から 、 鈴木委員個人と

しては、 委員長、 すなわち私の意見が正 しい と "沈思わない。 しか しなが ら 、 こ の制度を進

めてい く 上で、 医療提供者側の協力が必要なので、 医療サイ ドの側が総意 と してそ う い う

意見を持っ ている のであれば、 そ う い う や り 方でやる しかないのではないか と い う 、 意見

をいただき ま した。 その件に関 しま して 、 その と き打ち合わせ会に出席 していただいた隈

本委員、 豊田委員に も 、 それでよ ろ しいか と い う こ と を確認いた しま した。 そ して 、 医療

側の意見がそ う であ る と い う こ と を き ち っ と公表の場で議論 して決めてほ しい と い う ご要
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望で したので、 本 日 は最初の本委員会の半分ぐ らいの時間をそ こ に使いたい と 考えてお り

ます。

それで、 き ょ う の医療提供者側の意見を ど う い う ふ 効こま と め るか と い う こ と に関 して 、

まず、 原因分析委員会のあ り 方、 報告書のま と め方、 記載の仕方に関 しての 、 私の考えを

医療側の委員の皆様にお送 り しま した。 その中のポイ ン ト にな る と こ ろ を事務局の方が ピ

ッ ク ア ッ プ して 、 そ のポイ ン ト にな る と こ ろ を質問 と い う 形に して 、 それに賛成か反対か、

あ る いは意見があれば と い う 形でま と めて も ら っ てお り ます。 そ こ の審議を こ の後 したい

のですが 、 私は考えを提案 した者であ り ますので、 私が進行する よ り も 、 そ こ の進行は上

田理事にお願い して 、 それで議論を進めたほ う が委員の先生方も発言 しやすい と思います

ので、 そ う い う 形で行き たい と 思いますが 、 よ ろ し ゅ う ご ざいますか。 皆 さ んが よ ろ しけ

れば、 上田理事、 よ ろ し く お願い します。

○上田理事

ただいま 岡井委員長か ら ご指名 が ございま した。 私は事務局ですので、 事務局が進行す

る こ と は、 本来の委員会ではあ り ませんが 、 務め させていただき ます。 ただいま 岡井委員

長か らお話が ございま したが 、 打ち合わせ会の結果を見ていただき ます と 、 2 ページにあ

り ますよ 引こ 、 岡井委員長の考え方が医学界の総意か ど う かわか ら ない こ と か ら 、 公開の

場において 、 医療側委員の意見を求めて 、 その方針を決定する のが よい 旨 、 提案があ り 、

1 2 月 1 5 日 の原因分析委員会で結論を出すこ と になっ た こ と を受けま して 、 まず岡井委

員長の考えを ご説明 させていただき ます。 次に 、 岡井委員長の考えについて 1 1 名 の医療

側委員にそれぞれ意見をいただいてお り ますが 、 それは資料 3 に整理 してお り ますので、

岡井委員長の考え方に対する各委員の意見 と い う こ と で、 こ の点について ご説明 させてい

ただいて 、 その上で医療側委員の間でこ の考えについて整理 していただき たいと思ってお

り ます。

初めに資料 2 の ｢原因分析に当たっ ての岡井委員長の考え｣ 、 こ れは医療側委員に対 して

提示 した文書 と い う こ と でございます。 こ の点につき ま して 、 まず事務局か ら説明 をお願

い します。

○後技監

それでは、 資料 2 を ご らんいただき ますよ う よ ろ し く お願い します。 本体資料で言 う と 、

先ほ どの 2 ページの と こ ろです。 資料 2 が ｢原因分析に当たっ ての岡井委員長の考え｣ で

ございま して 、 まず ( 1 ) の ｢回避可能性の記載について ｣ でございます。 今か ら その内



容を ご紹介いた します。 途中で四角い囲みが出てまい り ますが 、 四角い囲みの次に下線が

引いてあ り ま して 、 その部分を ピ ッ ク ア ッ プを して 、 医療側委員にその考えで賛成か、 反

対か、 その理由 も質問いた しま した。 その結果はまた資料 3 の と き にご説明 します。

それではまず考えの ご説明です。 ( 1 ) ｢回避可能性の記載について｣ の 1 段落 目 ですけ

れど も 、 医療における無過失補償制度は過失の有無を問わずに補償金を支払 う 制度である 。

原因分析委員会は過失の有無を判定 しないのが大原則 と 考え る と 書いてあ り ます。 こ の調

子で次の段落、 ま たその次 と ご説明 します。 次の段落ですが、 回避可能性に言及する こ と 、

例えば ｢0時0分に帝王切開を施行 していたな ら ば、 脳性麻痺の発症は防げた可能性が高

い｣ と い う よ う な文言を記載する こ と は 、 法的責任を伴 う 過失がある と の結論を下 してい

る と解釈される 可能性が高い。 そ こ に括弧があ り ま して 、 実際に鑑定書に上記記載があ る

こ と は しば しば法的責任の有無の判断の よ り ど こ ろになっ ている と い う 括弧がついてお り

ます。 したがっ て 、 回避可能性にかかわる文言は 、 委員会にその意図がないに して も 、 責

任追及 と と られる 可能性があ り 、 原因分析は責任追及を 目 的 と する も のではない と い う 前

提に抵触 と する こ と にな る と い う こ と でございます。

そ して次ですが、 これま での医療裁判では過失の有無の判定 と 責任の追及は、 医療者が

情報を積極的に提供せず、 自 己防御的にな り 、 原因の解明に非協力 と な っ た こ と か ら 、 結

果 と して医療の向上の促進を抑制 してき た と 医療者の多 く が認識 している 。 ま た 、 その認

識が無過失補償制度を後押 し した と い う こ と でございま して 、 次ですが 、 以上の こ と か ら 、

次は質問のポイ ン ト ですけれ ど も 、 脳｣圏麻痺の回避可能性について記載 しないのが適当で

あ る と い う こ と が書いてあ り ます。

そ して 、 最後の段落ですが、 産科医療補償制度は、 患者 さ ん側 と 医療提供者側の両者に

と っ て有益な制度でなければな ら ない。 患者 さ んの側は明 ら かな益を獲得した。 それは 3 ,

0 0 0 万円 の補償 と原因分析の報告書です。 それか ら 、 提訴する権利は依然 と して残っ て

います。 2 ページ 目 に移 り ま した。 一方、 医療提供者、 特に産科医 と助産師に と っ てはこ

の制度に よ っ て不毛な対立を減らすこ と 、 つま り 、 患者 さ んか ら非難を受けな く な る こ と 、

できれば訴訟 と な る例を減 ら したい と い う こ と が唯-の益であ り ます。 産科医会のメ ンバ

ーか ら は 、 診療録を提出 して原因分析に協力 して も 、 それに よ っ て責任追及 される のであ

れば、 何の益があるのか、 そ う い う 反対の意見も少な く なかっ た。 それに対 して原因分析

は過失の有無の判定をする も のでな く 、 ま して責任追及をする のではない と 説明 して 、 制

度加入を要求 してき た。 したがって 、 回避可能性の文言を載せれば、 医療者側の積極的な
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協力姿勢を失 う おそれが生 じ る 。 それは制度の失敗に もつなが り かねず、 断 じて避けなけ

ればな ら ない と い う こ と です。

そ して次が 、 こ こ で誤解を避け る ためにあえて記述する が 、 回避の可能性に言及 しない

こ と は、 甘い原因分析を行 う こ と で も なければ、 医療提供者に不利な こ と は一切記載 しな

い と い う こ と ではない。 緻密な原因分析と厳格な医学的評価を行 う 。 そのために医療提供

者側の協力が必要 と い う こ と です。

次が質問の第 1 の 2 にな り ますが 、 原因分析の 目 的は再発防止策の提言 と産科医療の質

の向上である 。 したが っ て 、 今後の産科医療向上のために検討すべき事項、 これは報告書

の最後の項 目 にな り ますが 、 こ こ には ど う すれば脳性麻痺の発症を防止でき る か と い う 視

点か ら考え られる改善事項はすべて記載する 。 そ して 、 記載の仕方は仮想事例 3 の報告書

1 7 ページか ら 2 0 ページに準ずる と 書いてあ り ます。

仮想事例 3 の報告書は、 本 日 の資料 4 になっ てお り ま して 、 資料 4 の 1 7 ページか ら 2

0 ページを ご ら んいただき たい と思います。 資料 4 の 1 7 ページか ら 2 0 ページの部分で

す。 1 7 ページか ら 2 0 ページには再発防止策が提言 されてお り ますが 、 その防止策に よ

っ て こ の事例 3 が脳性麻痺にな らずに済んだか ど う か と い う 回避可能性については言及 さ

れていない と い う 形になっ てお り ます。 これが仮想事例 3 の報告書の書き方になっ てお り

ます。

そ して 、 資料 効こ戻っ ていただき ま して 、 次、 質問 1 の 3 の と こ ろです。 ただ し 、 改善

事項が複数記載された と き 、 どの事項が よ り 重要であ る かわか り やす く してほ しい と い う

有識者から の意見があ り ま した。 そ こ で重要度も あわせて示す記載法が必要 と 考えている

と い う こ と です。

次が質問第 1 の 4 ですが 、 有識者委員から 、 ほん と う にひどい医療に よ る脳性麻痺事例

も他の事例 と 同 じ よ う に淡々 と 分析の結果を記載するだけでよいのか と い う 指摘も受けて

お り ます。 これに対 しては 、 著 し く 質の低い医療や明 ら かに危険な医療が原因 と 断定でき

る事例では 、 当該医療機関の医療の質を一 日 も早 く 改善 させなければな ら ない と い う こ と

か ら 、 その事実を明瞭に指摘する こ と も検討すべきである と 考えている と い う こ と です。

そ して 、 一番下か ら の段落ですが 、 あ る有識者委員か ら は、 責任追及につなが る こ と は

記載しない と い う 方針は社会の理解が得られない と の指摘があ り ま した。 私の考えには、

原因分析委員会では責任追及は しないが、 原因分析は緻密、 厳格に行 う ので、 結果 と して

医療提供者が本報告書を参考に しかるべき場所で法的責任を問われる こ と になっ た と して
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も 、 それを懇意的に避ける意図は全 く ない。 原因分析委員会は医学的な分析に徹するべき 。

過失の有無に関する判定、 法的責任の有無につなが る判断は 、 当事者間の話 し合い、 また

は裁判な どで決め られる のが本来のあ り 方 と 考えている 。 ま た 、 社会か ら の理解について

いえば、 こ の制度が実際に機能 し 、 脳↑堕麻痺減少に向けての学会や医会、 それか ら 医師や

助産師個人の取 り 組みを促進 して 、 実質的な成果を上げる こ と が何よ り も大切で、 その 目

的の達成を 目 指すな ら ば、 回避可能性について言及する よ り も 、 その こ と のデメ リ ッ ト を

考慮する と 、 仮想事例の よ う な文言で今後の医療のための方策を示すこ と が最善である と

考えている 。 社会から の正 しい評価は、 委員会の活動内容 と その成果に よ ってのみ得 られ

る と い う 考え方でございます。

それか ら 、 ( 2 ) 家族か ら の質問に対する 回答についての委員長のお考えでございます。

そ こ の 1 段落 目 ですが 、 家族か らの質問にはでき るだけ答えてあげたい。 しか し 、 回避可

能性についての質問は、 本委員会の大原則に反する こ と にな る ので、 慎重に対応する必要

があ る と い う こ と で、 次の段落で、 そ こ で原則を守 り つつ 、 家族の素朴な疑問に も答えて

あげたい と の考え方か ら 、 妥協案 と して 、 こ こ が質問の第 2 の 1 になっ てお り ますが 、 報

告書の本体と は別に家族の質問への回答書を作成する こ と を考えている 。 次が質問 2 の 2

です。 こ こ では--こ こでは と い う のは別紙の こ と ですが 、 その別紙では、 回避可能性に

ついて触れざる を得ない事例も あ る と思われる 。 家族への配慮 と して これを行いたい と 考

えている 。 そ して 、 質問第 2 の 3 ですが 、 質問への回答書は、 当該分娩機関に も送る と い

う こ と です。 それから 、 質問第 2 の 4 ですが 、 制度に参加する施設に対 して 、 家族か ら の

質問には上記の対応をする こ と を通知 し 、理解を得る努力 をする と い う こ と でございます。

そ して 、 家族か ら の質問に対する 回答ですけれども 、 今 日 の資料の 5 になっ てお り ます。

資料 5 が 1 枚紙になっ てお り ま して 、 これは仮想事例 3 で設定した 2 つの仮説の質問に対

する答えになっ てお り ます。 資料 5 の 1 つ 目 の質問は、 3 5 週の と き にす ぐ病院に行っ て

いれば今回の よ う な こ と にはな ら なかっ たのではないか と い う 質問を立ててお り ます。 そ

の回答ですけれども 、 その中には、 前段では 3 5 週の時点で受診 した と して も 、 脳性麻痺

発症を防止でき たか否かは不明であ る と か、 最後の 2 行は、 少数の委員か ら は、 転院 させ

ていれば脳性麻痺の結果を防止でき た可能性が高い と い う 意見も あ り ま した と 、 回避可能

性について言及 した回答になっ てお り ます。

そ して質問 2 は、 病院に搬送されていた ら子供は脳性麻痺にはな ら なかっ たのではない

か と い う 質問を立ててお り ま して 、 それに対する回答 と して 、 最後の 2 行ですが 、 陣痛発
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来時にすぐに病院へ母体搬送されていた と して も 、 脳性麻痺発症は防止でき なかっ た可能

性が高い と判断します と 回避可能性について言及する 回答を してお り ます。

こ の よ う に ご家族か ら質問があっ た場合、 回避可能性について触れる場合も あ る と い う

こ と と 、 これを位置づけ と しては別紙 と して報告書本体 と は別につ く る と い う お考えでご

ざいます。

以上です。

○上田理事

岡井委員長、 補足 ございますか。 よ ろ しいですか。

○岡井委員長

さ ら に細か く いろいろ言えば、 も う 少 し説明 したほ う がいい と こ ろ も あ る かと思 う んで

すが 、 委員の先生方は、 大体これで、 意図 と い う か、 私の考えている と こ ろの本質的な と

こ ろはわかっ ていただいている と 思いますので、 細かい点は省略 していい と 思います。

○上田理事

ただいまの岡井委員長の考えにつき ま して 、 事前に 1 1 名 の医療側委員にそれぞれ意見

をお願いいた しま した。 そ してその回答を資料 3 に整理 してお り ます。 第 1 が 、 ｢回避可能

性の記載等について｣ 、 第 2 が 、 3 ページですが 、 ｢家族か ら の質問に対する 回答について｣ 、

それか ら最後にその他 と して ｢岡井委員長の 『考え方』 に対 して ご意見等があればお書き

く だ さ い｣ と い う こ と で、 大き く 3 つの構成になっ てお り ます。

それでは、 まず初めに回避可能性の記載等についての質問に対する各委員の考え方につ

いて ご説明を 申 し上げます。

○後技監

それでは資料 3 でございます。 資料 3 の質問の第 1 が ｢回避可能性の記載等について｣

であ り ます。 そ して質問の 1 ですけれど も 、 回避可能性の記載についての委員長の ご提案

は、 脳性麻痺の回避可能′性について記載 しない と い う も のであ り ま して 、 すべての委員が

賛成 と い う こ と であ り ま した。

同時に 、 理由やコ メ ン ト を伺っ てお り ます。 そ こ の 1 つ 目 の丸ですけれど も 、 その 中に

書いてあ り ますこ と は、 経過や状況がはっ き り すれば、 結果 と して回避の可能性を示す医

学的表現にな る こ と も あ り 得る と思います と い う よ う な ご意見をいただいてお り ますの と 、

次の丸ですが 、 原因分析は法的責任追及を抑止 しない し 、 誘発も しない、 中立的な も の と

すべき と い う こ と で、 回避可能′性の記載はすべき ではない と い う ご意見です。 そ して 、 分

-8-



娩機関か ら資料を提出 しやすい環境をつ く るべき と い う ご意見です。 最後の丸は、 原因分

析委員会の責務刻ま考えません と い う こ と ですので、 回避可能性について記載する こ と は

原因分析委員会の責務ではない と い う ご意見でございます。

そ して次、 質問 2 ですが 、 ｢改善事項の記載方法について｣ 。 片仮名 のアですが、 ｢方針に

ついて｣ と い う こ と で、 委員長の ご提案は、 原因分析の 目 的は再発防止策提言 と 産科医療

の向上であ る 。 したが っ て 、 今後の産科医療向上のために検討すべき事項、 2 ページにま

い り ますが 、 そ こ の事項には 、 同類の事例に対 して ど う すれば脳性麻痺の発症を防止でき

る か と い う 視点か ら考え られる改善策はすべて記載する と い う ご提案であ り ま して 、 これ

も 1 1 名全員が賛成 と い う こ と であ り ま した。 理由 ･ コ メ ン ト の と こ ろの中身は、 委員長

の ご提案 と 同 じ内容になっ てお り ますので 、 省略 します。

次が片仮名 のイ です。 記載方法についてですが 、 委員長の ご提案は、 記載方法は 、 仮想

事例 3 、 先ほ ど ご らんいただき ま した 1 7 か ら 2 0 ページに準ずる と い う こ と でございま

す。 こ こ では 、 事務局で注をつけてお り ますが 、 1 7 か ら 2 0 ページの中の 、 非常に細か

い話ですが 、 言葉づかい、 用語については 、 まだ議論が終わっ てお り ませんので、 今後の

原因分析委員会において審議する と い う こ と でございます。

そ して結果ですが、 これも 1 1 人全員が賛成でい ら っ しゃいま した。 理由 ･ コ メ ン ト は

付 されていませんで した。

次が質問 3 で、 ｢改善事項の提言に対する重要度の記載について｣ と い う こ と で、 委員長

の ご提案は、 改善事項が複数になっ た場合に、 どれが よ り 重要であるかわか り やす く 示 し

てほ しい と い う 意見があったので、 重要度も あわせて示す記載法が必要か と 考えている と

い う こ と であ り ま した。

注 と して中身を少 し具体的にイ メ ージを持っ ていただ く よ う に書いてあ り ますけれ ど も 、

脳性麻痺の発症に関連があるかないかに よ っ て重みづけをする と い う こ と であ り ます。 そ

こ で脳性麻痺の発症に関係なければ重要度 と しては低 く な る と い う 考え方です。 これ も 1

1 名全員が賛成であ り ま した。 理由 ･ コ メ ン ト ですけれ ど も 、 これは 1 つだけで、 重みづ

けは必要であ る と い う ご意見で した。 これが 2 ページか ら 3 ページにかけての記載です。

次が質問 4 ですけれ ど も 、 著 し く 質の低い医療、 明 らかに危険な医療が原因 と 断定でき

る事例で、 そ の事実を明瞭に指摘する と い う こ と の可否ですが、 委員長の ご提案は、 中ほ

ど 、 3 行 目 ぐ らいか らですが、 著 し く 質の低い医療や明 ら かに危険な医療が原因 と 断定で

き る事例では 、 当該医療機関の医療の質を 1 日 も早 く 改善 させなければな ら ない こ と か ら 、



その事実を明瞭に指摘する こ と も検討すべき であ る と 考えている と い う こ と で 、 これも 1

1 名全員が賛成 と い う こ と であ り ま した。 理由 ･ コ メ ン ト ですが 、 1 つ 目 の丸は 、 断定は

慎重に行 う べき と い う こ と と 、 それか ら緊急かつ重大な改善策についてはその事実を明瞭

に指摘する こ と も考え られる と い う ご意見、 それから 2 つ 目 の丸で、 ひ どいかど う かは医

学的に判断すべき と い う ご意見があ り ま した。

以上です。

○上田理事

先ほ どか らお話 し していますけれ ども 、 き ょ う は医療側委員の間で、 回避可能性につい

ての記載、 それぞれの項 目 が ございますが 、 それぞれについての一致点をぜひ整理 してい

ただき たい と思っ てお り ます。 それぞれの項 目 については 、 全員がそれぞれ賛成 と い う こ

と でございます。 ただ、 それぞれコ メ ン ト も ございます。 何かご発言が ございま した ら 、

お願い したい と思います。 既に コ メ ン ト を出 された先生方もい ら っ しゃいますが 、 いいで

すか。 宮澤委員。

○宮澤委員

今、 第 1 のほ う を議論 している わけですけれども 、 第 1 と 第 2 と い う のは実は非常に密

接な関連があ る と思いますので、 第 1 だけで議論する のではな く て 、 第 2 も含めて議論さ

れたほ う がいい と思います。

○上田理事

わか り ま した。 あ り が と う ご ざいます。 ご指摘の よ う に 、 関連あ り ますので、 それでは、

あわせて第 2 の家族か ら の質問に対する回答について、 ご説明いた します。

○後技監

それでは 、 続いて 、 3 ページの中ほ ど下、 第 2 、 ｢家族か ら の質問に対する回答について｣

です。 第 2 の質問 刻ま 、 委員長の ご提案 と して 、 報告書本体と は別に家族の質問への回答

書を作成する と い う も のでございま して 、 これも全員が賛成であ り ます。 理由 ･ コ メ ン ト

と しては、 3 ページの最後の丸ですが 、 原因分析委員会は家族 と分娩機関 と の関係につい

ては中立的であるべき 。 それか ら真ん中 ぐ らいか ら 、 しか しなが ら 、 家族か ら の質問に答

える こ と が決定 している ので、 わか り やす く 答え る必要がある 。 しか し 、 こ う すれば回避

でき た と の記述は避け るべき であ る 。 そ う い う ご意見があ り ま した。

次、 4 ページにまい り ます。 それか ら質問の 2 ですけれど も 、 委員長の ご提案 と して 、

回避可能性について触れざる を得ない事例も あ る と思われる が 、 家族への配慮 と して これ
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を行いたい と 考えている と い う こ と についてであ り ます。 これは賛成が 1 0 名 、 それか ら

反対が 1 名 と い う 状況で した。 まず反対の ご意見の理由 ･ コ メ ン ト は、 上か ら 3 つ 目 の丸

にな り ます。 まず 1 つ 目 の丸は賛成の方の ご意見です。 第 1 の質問 1 の理由 と 同 じです と

い う こ と なのですが、 第 1 の質問 1 と い う のは最初のページです。 1 ページ 目 にあ り ま し

て 、 第 1 の質問 1 の一番上の丸に当た り ます。 経過や状況がはっ き り すれば、 結果 と して

回避の可能性を示す医学的表現のある こ と も あ る と思います と い う こ と で、 回避可能性に

触れざる を得ない場合も ある と思われる と い う こ と に賛成する と い う ご意見であ り ます。

それか ら 、 2 つ 目 の丸ですけれ ど も 、 そ こ の 2 行 目 で原則、 回避可能性については判断し

ないこ と と して 、 責任追及を しない と い う ご意見であ り ます。 そ して 3 番 目 の丸は 、 これ

は反対を投 じ られた先生の ご意見であ り ま して 、 家族の質問は鑑定書や意見書の論点 と 同

じ よ う な場合がある と い う 書き 出 しで、 それか ら 中ほ どで、 家族の質問 と いっ て も 、 実際

は弁護士 と相談 して質問事項を整理 して提出 されて く る こ と は当然の こ と であ る と思われ

る と い う こ と で、 回避可能性の有無を求めてき た と して も 、 著 し く 質の低い医療、 明 ら か

に危険な医療が原因 と 断定でき る事例では 、 一 日 も早く 改善 させなければな ら ないこ と か

ら 、 その事実を明瞭に指摘する表現で回答すべき である と い う ご意見であ り ま した。 そ し

て最後の丸は、 例外的にはやむを得ない場合も あ る と思います と い う ご意見も あ り ま した。

次が質問 3 ですけれ ども 、 委員長の ご提案は、 質問への回答書は分娩機関に も送る と い

う こ と であ り ます。 これについては全員賛成 と い う こ と であ り ま した。

次、 5 ページにまい り ます。 その理由 ･ コ メ ン ト と ですけれども 、 5 ページの一番上の

丸ですが、 回避の可能性は例外的に触れなければな ら ない場合も あ り 得る ので、 分娩機関

に も通知すべき である と い う ご意見 、 それか ら 2 つ 目 の丸で、 家族の質問、 疑問には誤解

に基づ く 場合が少な く ない。 質問の内容を医療者側に提示、 確認あ るいは意見を求め る こ

と も な く 当委員会だけで回答書を作成する のはよ く ない と い う ご意見があ り ま した。 これ

は回答を作成する ための方法論についての ご意見であ り ます。

それか ら 、 質問の 4 ですけれど も 、 4 に対 して委員長の ご提案は、 制度に参加する施設

に対して も 、 家族か ら の質問に対しては上記の対応をする と い う こ と を通知 し 、 理解を得

る努力 をする と い う こ と であ り ま して 、 これに対 しては賛成が 1 0 、 反対が 1 であ り ま し

た。 理由 ･ コ メ ン ト の 1 つ 目 の丸が 、 反対 と 言われた先生の意見であ り ます。 1 つ 目 の丸

ですが、 当該事例に関係ない施設では混乱する と思います と い う こ と で、 反対 と い う こ と

であ り ます。 2 つ 目 、 3 つ 団ま賛成の意見の先生の ご意見であ り ます。 2 つ 目 の丸ですが 、
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こ の こ と は本制度がス ター トする前に分娩機関に知 ら されてないので 、 理解を得る努力は

すべき と 。 3 つ 目 の丸 、 上記手続を しないで理解を得る のは困難で、 加入者の信頼を失 う

こ と を こ な り ます と い う こ と であ り ま した。

以上の よ 効こ 、 賛成 と する 回答が大半であ り ま した。 しか し 、 理由 ･ コ メ ン ト には賛成

と してあっ て も 、 実質は少 鬘微妙な コ メ ン ト な ど も書かれている と い う 状況であ り ま した。

以上です。

○上田理事

ただいま 、 家族か ら の質問に対する回答につき ま して 、 ご説明 申 し上げま した。 医療側

委員の先生方か ら 、 既にご意見をいただいていますが、 公開の場 と い う こ と で、 ぜひ皆さ

ん方で一致点をま と めていただき たい と思います。 いかがで し ょ う か。

そ う しま した ら 、 その他も あわせて ご説明 します。

○後技監

第 3 、 その他でございます。 5 ページ 目 か ら最終ページまでです。 これも 1 、 劉こは大

いに関係 してお り ます。 3 は、 岡井委員長の考え方に対 して ご意見等があればお書き く だ

さ い と い う こ と で、 た く さ んの ご意見をいただいてお り ます。 5 ページの下か ら 2 つ 目 の

丸ですが 、 産科医の 自 浄努力が行われる こ と が明確にな る よ う な考えが示されている と思

います と い う ご意見。

そ して 、 一番下の丸ですが 、 こ こ はかな り 長い ご意見なのですが、 ご覧いただき ま して 、

6 ページにまい り ますが 、 6 ページの上か ら 6 行 目 、 7 行 目 ぐ らいに 、 裁判では真の原因

究明はな されない と い う ご意見が書いてあ り ます。 それか ら 、 次の行で、 原因分析を徹底

的に行 う こ と が必要で、 分娩機関か ら資料を提出 しやすい環境づ く り が必要です と い う こ

と で、 そ して 、 次の行ですが、 委員長の意見は制度の趣旨を踏ま え 、 ま た 、 患者、 家族及

び医療提供者の立場、 考えを も考慮 しての意見 と 受け と めている と い う ご意見であ り ます。

そ して 、 そのページの 1 つ 目 の丸 、 中ほ ど下ですが、 回避可能性の議論は、 こ の制度が

根づいて 、 産科医か ら 自発的な考え方が萌芽する ま で待っ たほ う が よい と い う ご意見、 そ

して最後の丸ですが 、 回避可能性を記載 しないこ と はほん と 効こ難しい と 考えています。

そ して迷いま した と も書いてあ り ます。 そ して 、 ただ し、 家族の質問への回答書を作成す

る こ と 等で配慮がな されている ので、 賛成に しま した。 制度その も のに課題は多いですが 、

持続 しない と 意味がないので、 次のページ、 7 ページにま い り ますが 、 さ ま ざま な課題の

見直 しを前提に頑張る しかない と い う ご意見であ り ます。
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そ して 、 7 ページの最初の丸ですけれど も 、 回避可能性が問題になっ ていて 、 これを前

方視的に見れば、 予測可能性があっ たかど う か と い う こ と にな る で し ょ う と い う こ と で、

次の段落の ｢ネルソ ン ら は｣ か ら は 、 これは分娩の管理をいかに強化 していって も 、 脳性

麻痺の発症を予測する こ と は難 しい 、 と い う よ う な知見が書いてある段落です。 そ してそ

の次の段落に行っ て 、 脳性麻痺発生を予測 し、 そ の減少を 目 指すこ と を努力 目標 と する こ

と は当然。 しか し 、 回避義務を負わせる こ と は過大な要求 と言わ ざる を得ない と い う ご意

見であ り ます。

そ してその次の丸ですが、 医療機関の中には訴訟が増える のではないか と危惧 されてい

る こ と も事実。 そ こで、 原因分析委員会の役割は、 医学的評価、 再発防止策のための提言

を医療機関に示すこ と で十分。 これで患者さ んか ら の要望に も十分こたえ られる と思って

います と い う こ と 。 それか ら 、 医療機関の間にはかな り の診療 レベルに格差があ る状況だ

と思いますと い う こ と 。 それか ら 、 多 く の医療機関は原因分析委員会の報告書に よ って医

療訴訟が一時的には増えて も仕方がない と いっ た覚悟の上で制度に加入 している面がある

と認識 しています。

8 ページにまい り ます。 そ して 、 新手 目 で 、 一番大切な こ と は 、 こ の原因分析報告書か

ら①分娩周辺期で発症する脳性麻痺は どれだけある のか。 ②発症 した脳↑堕麻痺の 中で どの

く ら い発症防止が可能であっ たか と いっ た事実を知 る こ と であ る 。 そ して 、 次の段階では、

症例に よ っ ては、 括弧がついていますが、 回避可能性の記載な どができ る状況も 出て く る

のではないか と い う ご意見です。

そ して最後の丸ですが 、 産科医療補償制度の 目 的を順守すべきである と い う こ と と 、 そ

れか ら 、 2 行 目 で、 これか ら実際事例について分析 ･ 評価 ･ 公表する わけですか ら 、 社会

の評価に誠実に対応でき る よ う に医療者、 有識者の秩序あ る対応を期待 します と い う ご意

見 と 、 最後の行で、 事例分析が医療訴訟の資料と して使用 されない対策を講 じて く だ さ い

と い う ご要望も書かれていま した。

以上で ございます。

○上田理事

岡井委員長の考えに対する各委員の意見、 すべて ご説明た しま した。 先ほ どか ら 申 し上

げてお り ますが 、 回避可能性の記載 と 家族から の質問に対する 回答についての岡井委員長

の考え 、 こ の内容で進める のか、 あ るいは も う 少 し一部修正する と か、 何かご意見があ り

ま した ら 、 お話し していただいて 、 こ こ で確認 していき たい と思っ てお り ます。
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○宮澤委員

回避可能性 々 こついて記載 しない と 本体では書かれている わけですけれども 、 その後、 患

者側か ら の要求 ･ 質問があっ た場合には 、 質問に関 して 、 回避可能性に関 して も答え る と

い う こ と にな る と 、 原則 と して回避可能性を記載 しない と い う 記載が どれほ どの意味があ

る のか と 。 患者 さ んの側に してみれば、 回避可能性について ど う やっ た ら避け られたのか、

何が悪かったんですか と い う 質問は、 ほぼ必ず持たれる疑問なのではないか。 そ う する と 、

ほぼ全例についてその よ う な質問が来た ら 、 原則だ と いっ て回避可能性を記載 しない と い

う こ と の意味は 、 ほん と う にあ る のだろ う か と い う 疑問があっ て 、 前段 と 後段、 記載 しな

い と い う こ と と 家族か ら の質問にお答えする と い う こ と の整合性が ど う も ない よ う な気が

する んですが 、 その点 、 岡井先生のお考えはいかがで し ょ う か。 委員長の考えはいかがで

し ょ う か。

○岡井委員長

ご指摘いただいた と お り であ り ま して 、 筋を通すのであれば、 第 9 回の原因分析委員会

で出 した よ う に 、 ｢そ う い う こ と にはお答えでき ない。 で も 、 関連する こ と は こ こ に出てお

り ますので、 読んで く だ さい｣ と い う ほ う が筋が通っている んですね。 ただ し 、 その件に

関 しま しては、 名前を 申 し上げますけれども 、 豊田委員か ら 、 ほん と う に患者さ んが疑問

を持っ ている こ と しこ答えていない と い う ご指摘をいただいて 、 それは私 と しては、 こ の原

因分析委員会の報告書のあるべき形は、 私の考え と して書かせて も ら った と お り なんです

けれども 、 ご家族の素朴な疑問に も答えていき たい と い う のがある し 、 有識者の方々 はそ

う い う こ と を希望してお られる と い う 意見も あ る ので、 それを尊重 した結果ち ょ っ と 中途

半端と い う か、 ご指摘いただいた と お り の よ う な こ と にはなる んですが 、 こ う い う 案で ど

う かな と 考えたんですね。 ただ し、 患者 さ んへの回答はあ く ま で も患者さ んに対する一種

の親切であ り 、 サー ビスであって 、 公式の報告書と は違いますか ら 、 ほん と う に知 り たい

こ と に対 して答えてあげたいと思っ ています。 例えば、 実際にはなかなか難 しい問題があ

る ので、 事例 3 の よ う な回答になる こ と が多い と思 う んですけれど も 、 こ の時点で帝王切

開 していれば、 脳性麻痺を回避でき た可能性が高い と い う 症例も 中にはあ る と思います。

ただ し 、 そ こ を書 く だけ じゃな く て 、 説明 も してあげな く ち ゃいけない。 それだけれ ど も 、

こ の症例は、 後か ら考えた らそ う い う ふ う には言える けれ ど も 、 その時点で判断する のは

と て も難 しい症例であっ た と か、 実際にはその病院でほかの帝王切開が入っ たか ら 、 こ の

時点で帝王切開 し よ う か と思っ たけれ ど も 、 時間がずれた と い う 現実があ る と か、 そ う い
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う よ う な形の説明 も加えて 、 実際の報告書 と は切 り 離 して 、 これはあ く ま で も対話的な感

じで質問に答える のがいい と思います。 、 な るべ く ご家族の方の疑問に答えてあげたい。 そ

の一心なんですね。 ですか ら 、 本体は本体の理念を通 したい と思っ ています。 ですか ら 、

それは公表 されます し 、 公式な も のだと思いますが、 家族に対しては、 こ ち ら の名前で出

ますけれ ど も 、 そ う い う 疑問に対 しての親切心でお答え している と い う 形になる と思 う ん

ですけ どね。

○隈本委員

家族への回答 と い う のは公表 しない と い う こ と にな る んですね。

○岡井委員長

そ う です。

○隈本委員

家族にお渡 し して 、 分娩機関にお渡 しする けれども 、 それ以外には公表 しない。

○岡井委員長

はい。

○隈本委員

家族が 自 分の意思で公表する こ と は仕方がない と い う こ と ですね。

○岡井委員長

そ こ ま で考えていなかったので、 申 しわけないですけれ ど も 、 そ う い う ふ う に決ま っ た

ら 、 それはま た議論 しない と いけないです。

○隈本委員

｢公表 しないで く だ さ い｣ と 言っ て渡す、 そ う い う こ と があ り 得る と い う こ と ですか。

○岡井委員長

いや、 ち ょ っ と 今は 、 どっ ち も考えてないです。 皆 さ んの意見を聞き たい と 思いますけ

ど。

○隈本委員

あ と 、 質問なんですけれど も 、 よ ろ しいですか。 事務局のほ う に ご質問なんですけれ ど

も 、 医療側委員 と い う のは、 1 1 人。 それ以外の方を言っ ていただいたほ う がいいんです

け ど、 医療側ではない と い う のは 、 私 と 鈴木先生 と 豊田 さ ん……。

○上田理事

医療側委員は産科医 と 小児科医 と助産師の方です。 ですから 、 すいません、 宮澤委員か
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ら ご質問あ り ま して 、 別に医療側委員は産科医、 小児科医であ り ませんか ら と い う こ と は

申 し上げずに ご意見いただき ま した。

○隈本委員

河野先生も入っ ている ?

○上田理事

河野先生は入っ てお り ません。 今 申 し上げま した よ う 及こ 、 産科医、 小児科医 、 助産師の

方です。

○隈本委員

わか り ま した。

○上田理事

宮澤委員か らの ご指摘について 、 岡井委員長か ら ご説明があ り ま したが 、 報告書の本文

には回避可能性について書かない。 しか し、 家族に対 しては、 回避可能性については記載

する こ と があ る 。 その場合に、 その状況について説明 を しなが ら家族に対して回答する と

い う 考えですが 、 医療側委員の先生方、 それでよ ろ しいで し ょ う か。

○石渡委員

基本的にはそれで賛成です。 ただ、 初めの 、 初めに戻っ ちゃ う のはあれなんですけれど

も 、 原因分析する場合に、 家族の意見 と か、 そ う い う のは実際にはあま り 重要ではないん

です。 だけ ど も 、 豊田委員が言われた よ う に 、 よ り 細か く 家族には答えるべき である と い

う 、 私 も それに賛同 しま して 、 こ う い う ふ う になっ て き たわけであ り ますけれど も 、 やは

り 原因分析はき ちん と 厳格にや り ます。 ただ、 これがいわゆる責任追及 と いいますか、 い

わゆる法的な責任追及の よ う な回避の可能性等々 についての細かい文言については、 原則

と して避けなければいけない と い う こ と にな り ますので、 表現、 説明の仕方はき ちん と し

ますけれども 、 それがすぐ法的責任につながっ て 、 訴訟 ･ 粉浄トの種にな る よ う な書き方は

極力避けたい と思っ てお り ます。

○宮澤委員

すみません。 も う L点だけなんですけれども 、 資料 2 の 1 ページにあ り ますよ う に 、 5

行 目 、 例えば ｢0時0分に帝王切開を施行 していたな ら ば、 脳性麻痺の発症を防げた可能

性が高い。 ｣ 、 こ う い う 表現が回避可能性に言及する形だ と い う こ と なんですけれ ども 、 例

えば原因分析をき ちん と やっ ていっ た と き に 、 0時0分に帝王切開に移る と い う 判断を し

なかっ たのが本件の原因である と した場合 と こ の文章 と 一体どこが違 う か と い う と 、 実は

一 1 6-



全然違わないのではないか と 。 ですから 、 回避可能性 と い う 形でこ の よ う "こ文章を工夫す

る こ と と 、 原因分析を しっか り やっ てい く と 実は最終的には回避可能性の と こ ろ に 、 具体

的には回避可能性 と 言わないまでも 、 結果的にはそ う い う 形になっ て しま う と い う こ と は

あ り 得る こ と なので、 あ えて こ こ で回避可能性を記載 しない と い う こ と も 、 シンボ リ ッ ク

な意味は別 と して 、 具体的に実務的にそれほ ど強い差が出て く る ものなのか ど う なのか と

い う こ と るこ 関 しては 、 私 と しては少 し疑問がある な と い う と こ ろでございます。

○岡井委員長

それも先生の言われた と お り ではあ る んですが、 そ こ の違いが、 医療評価の と こ ろで医

学的に評価 した場合には、 こ こ の判断、 あ るいは行動は、 医学的に見て高い水準の も ので

ない と か、 一般的なあるいは標準的な も のではない と い う よ う な表現は します。 それは絶

対や ら ない と いけない こ と なので。 ただ し 、 そ こ で帝王切開 していれば防げた と い う 、 そ

う い う 表現をする と 、 これは責任を追及 している のに相当近い表現になっ てい く と思 う ん

ですね。 ど こ かで線を引かな く ち ゃいけない。 原因分析をやる 限 り 、 責任追及につなが る

表現は しない と 言っ た 、 そのつなが る と い う の も 、 私の言い方が悪かったんですが、 医療

評価すれば遠い と こ ろか ら で も ど こ かで責任追及につながっ てい く こ と る こはあ り ます。 で

も 、 ほん と う に最後に責任があ り ますよ と い う 、 最後の責任追及の言葉に よ り 近い と こ ろ

の表現は避けたいのです。 それは ど こ かで線を引 かない と 成 り 立たないんです。 ど こ で引

く か と いった ら 、 今言った回避の可能性の言及、 ダイ レク ト にそ う い う 言葉を使って表現

する かど う か。 そ こ で線を引 く しかないだろ う と思っ ています。 それを こ っ ちにず ら した

ら 医療評価は甘 く な る し 、 こ っ ち側に行っ て しま っ た ら 、 責任追及 しているん じゃ ないか

と い う 、 情報を提供 して く れている 、 制度に協力 して く れている産科医師の先生から反発

を受ける わけで、 ど こ かで線を引 く と した ら そ こ しかないな と い う 、 そ う い う 考えです。

ただ、 シンボ リ ッ ク な意味だけではな く 、 表現の仕方で重みが現実には違っ て く る と思い

ます。

○水上委員

今の宮7睾委員の質問ですけれど も 、 医療関係者はよ く 知 っ ていますけれども 、 脳性麻痺

の原因は多岐にわた る わけです。 その 中の 1 つが分娩時の低酸素脳障害なんですね。 です

か ら 、 こ の原因分析委員会は、 例えば先天性のサイ ト メ ガ ロ ウイルス感染であっ た り 、 先

天性の疾患であった り するやつのほ う が圧倒的に数は多いわけです。 現在推定されている

のは、 分娩時の低酸素脳障害に よ る脳↑虫麻痺 と い う のは 、 多 く て も 2 0 % 、 少なければ 1
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0 % ぐ らいだ と推定さ れている わけです。 ですか ら 、 我々 が原因分析委員会でやる のは、

こ の脳性麻痺は学術的に何のせいであっ たんだろ う 。 実際に責任追及 と か、 そ う い う 問題

になっ て く る のは、 分娩時の低酸素脳障害ですよね。 その と き に我々 が どの よ う な表現で、

これは分娩時の低酸素障害に よ っ て脳性麻痺が起こ っ た と 考え る と い う こ と であ っ て 、 そ

の前に帝王切開をやっ ていれば回避でき たん じゃないか と した ら 、 それはすべて回避でき

る こ と になっ ちゃ う んですけれど も 、 帝王切開 を ど こ かで判断でき る よ う な 、 そ う い う 医

学的基準が既に存在 していたかど う か と い う こ と が実際問題 と しては重要になる わけです。

○上田理事

回避可能性の記載について宮y睾委員か ら ご指摘があ り ま した。 これまでも鈴木委員か ら

回避可能性を書 く べき であ る と い う ご意見があ り ま したが 、 資料 3 の質問 1 にあ り ますよ

う に 、 記載 しないについては、 賛成が 1 1 で、 それか ら また コ メ ン ト の中で、 最初の丸に、

経過や状況に関する正確な医学的分析の結果が述べ られるべき であ り 、 その経過や状況が

はっ き り すれば、 結果 と して回避の可能′性を示す医学的表現にな る こ と も あ り 得る こ と あ

り ます。 まず医療側委員の先生方は、 今宮澤委員か ら ご指摘があ り ま したが 、 岡井委員長

の こ の考えで進め る こ と で よ ろ しいで し ょ う か。 あ るいは、 こ の考えに少 し補足 したい と

かあ り ま した ら 、 ご発言をお願い します。 あ るいは、 賛成 と 回答 されていますが 、 改めて

ご意見があ り ま した ら 、 こ の機会にぜひお話し して く だ さ い。 そ して 、 医療側部員であ る 、

産科医、 小児科医、 助産師の委員の皆さ んが これで行こ う と い う 一致 した考えを整理を し

たい と思っ ています。 原因分析委員会 と して ど う 扱 う か と い う 課題はあ り ますけれど も 。

○楠田委員

新生児を診る立場か ら言わせていただ く と 、 先ほ ど水上委員 も少 し言われたんですけれ

ど も 、 実際には脳小型麻痺の原因に医療の過誤がある と か、 そ う い う こ と のほ う が少な く て 、

実際に脳↑堕麻痺のお子 さ ん、 我々 、 当然見 ざる を得ないわけですけれ ど も 、 そ う い う お子

さ ん方は、 はっ き り 言えば、 原因がな く てなっ てお られる方のほ う が多いわけです。 今ま

での制度です と 、 裁判で何ら かの医療者側の過誤を追及 しなければ当然補償は されなかっ

たので、 も ち ろんそ う い う も ので起こ っ た脳性麻痺も あ り ますけれど も 、 それ以外の脳′性

麻痺の方が圧倒的に多数ですか ら 、 そ う い う 人たちが 、 こ う い う 制度でそれな り に救われ

る と い う のは 、 我々 、 新生児医療をやっ ている者に と っては非常にあ り がたい制度ですの

で。 裁判 と い う のは、 どなたかが書いてお られま したけれ ど も 、 原因分析委員会の結論で

出すべき責務ではあ り ませんので、 我々 と しては、 よ り 多 く 救われる と い う こ と を本質に
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始めていただき たい。 た と え これでそ う い う 補償があっ た と して も 、 これも 当然訴える と

い う か、 ほん と う &こ過誤があれば、 それをま た さ ら に追及する方法は残されてお り ますか

ら 、 我々 と しては、 広 く 、 今ま で助けてあげる こ と ができ なかっ た、 手を差 し伸べる こ と

ができ なかっ た人たちにぜひこ の制度が早 く 普及する よ う に進めていただき たい と い う の

が我々 の考え方です。

○上田理事

普及する こ と が大事であ る と い う こ と 、 そ して 、 こ の回避可能性の記載については、 岡

井委員長の考えでよ ろ しいですか。

○楠田委員

そ う です。 で も 、 これは結果的には、 過誤につながっ てい る よ う なのがあれば、 そ う い

う 表現にな る で し ょ う し 、 それは裁判の場でやる と い う 手 も も ち ろん残されておる わけで

すか ら 、 裁判にな ら ないか、 示談にな る か、 わか ら ないですけれど も 、 と もか く 以外の も

の も残 されていますので、 ぜひ……。

○上田理事

そ う します と 、 報告書の本体には回避可能性の記載については 、 しない と い う こ と でい

いですね。

○楠田委員

こ の表現では、 しない と い う こ と です。 で も 、 粛々 と 医学的に原因は分析する 。 それが

結果的に何 ら かの 、 ひ ょ っ と する と そ う い う こ と をする よ う な事例が出て く る のは仕方が

ない と い う と こ ろです。

○上田理事

回避可能性の記載については しないけれど も 、 医学的に明 ら かになる こ と については 、

粛々 と記載する 、 と い う こ と ですね。

○楠田委員

ええ。

○岡本委員

私も 、 基本的には、 今 、 楠田委員がおっ しゃ っ た こ と と 同 じです。 公に しない、 する は 、

これか ら と い う 話があ り ま したけれど も 、 家族の質問に対 してき ちっ と 答える と い う 形で、

私は 、 そ う い う こ と を家族、 そ して医療者側に返す と い う こ と は、 当然公にする こ と があ

り 得る と い う こ と が前提である と思います。 そ こ の と こ ろは踏ま えておかない と いけない
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と い う こ と と 、 著 し く 質の低い医療の と き に 、 それに似たよ う な表現になる と い う こ と は、

こ れはやむを得ない こ と だ と 思います。

○上田理事

わか り ま した。 家族か ら の質問に対する 回答についての議論は後で しますが 、 岡本委員

は、 家族への回答は公表すべきだ と い う ご意見ですね。

○岡本委員

はい 、 そ う ですね。

○上 田理事

これは後で議論 します。 最初に回避可能性の記載について、 こ こ を整理したい と思っ て

います。

○松田委員

私も基本的に岡井委員長の提案に賛成です。 多分どんな事例が上がっ て く る のか、 みん

な全然予想ができていない。 今までの事例は、 これほ ど議論 して も原因がわか ら ない と い

う こ と で納得 したんで し ょ う けれ ど も 、 ひ ょ っ と した ら と んで も ないひ どい症例が上がっ

て く る かも しれない。 その と き には 、 医学的な側面か ら ち ゃん と 事実を追及する と い う 立

場で、 どなたかが書かれていますけれ ど も 、 も う やる しかないのではないで し ょ う か。 こ

れ 自 体が完全な も の と はだれも思っ ていないで し ょ う し 、 やっ てい る 間で、 改善 してい く

のが こ の委員会の と るべき道だ と 私は思います。

○上田理事

質問 軸こついて先生方に聞いていますけれ ど も 、 今の先生のお話は、 回避可能性につい

ては記載 しないが 、 3 ページの質問 4 の 、 著 し く 質の低い医療や明 ら かに危険な医療が原

因 と 断定でき る事例では改善させる必要がある ので、 その点については指摘する こ と で、

その点 も 岡井委員長の考えに賛成 と い う こ と で よ ろ しいで し ょ う か。 はい。

○竹村委員

いみ じ く も楠田先生が受け取 り 側の立場か ら 、 な るべ く 広 く 補償 してや り たい と い う お

気持ちを言っ ていただいたんですけれども 、 脳性麻痺をつ く る側の 、 お世話にな る側の委

員 と しては 、 私個人の こ と で非常に 申 しわけないんですけれ ど も 、 4 0 年間 ぐ らいやっ て

き ま して 、 6 万人ぐ らいのお産に携わっ てき ま した。 その間に 、 今の 1 , 0 0 0 人に 1 人 と

い う 率を当てはめ る と 、 大体 6 0 人 ぐ らいあっ たはずなんですね。 ち ら ほ ら情報は得てい

ますけれ ど も 、 必ず し も そんなに数はないんですけれ ども 、 実際訴訟になっ たのは 1 例で
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す。 十数年前に 1 例あ っ て 、 千何百万円かの こ と で和解にな り ま したけれ ど も 、 も し 6 0

人つ く っ ていた と した ら 、 5 9 人は 、 何に も私はお手伝いでき てない。 ま さ か私のほ う か

ら幾 ら か差 し上げま し ょ う か と言っ てい く わけに もいかない し 、 結局訴訟にな ら ない と 何

にもお手伝いができ ない。 も ち ろんでき るだけいい病院に紹介する と か、 何か途中で言っ

て こ られた と き には、 障害を乗 り 切 る ためにそれな り の施設を紹介する と か、 い ろんな こ

と はやっ てき ま したけれども 、 そ う い う 意味で、 何もお手伝いでき てない人にこれで少 し

でもでき る と した ら 、 非常にいい制度だと思っ て加入 したわけですけれ ども 、 も し、 あの

時点であなたはこ う していればよかっ たん じゃ ないか と い う のが どん どん言われる と 、 こ

れに参加 し よ う と い う 意欲は、 産科の医師 と しては阻害される と思 う んですね。 そ う い う

意味で、 ぜひ岡井先生の ご意見の よ う にやっ ていただき たい と思います。

も う 一つ 、 ひ どい と い う のは、 患者さ んか ら は 、 皆 さ んひ どいこ と を されたか ら こ う な

っ た と い う 趣旨の疑問が出て く る ん じゃないかと思 う んですけれども 、 ひ どい と い う も の

の中には相当誤解に基づ く も の も入っ ている し 、 実際私 ど も も 、 し ょ っ ち ゅ う いろいろ患

者さ んか ら ク レーム を受けた と き に 、 お話 しする と 、 ああ 、 そ う だったんですか と い う こ

と で、 何 と な く わかっ て しま う と い う こ と も結構ある ので し 、 そ う い う こ と に関 しては、

今の と こ ろ 、 患者 さ ん側か ら は一方的に疑問、 あ る いは質問を受け取る けれ ど も 、 それに

対 しては 、 委員会だけで一方的にカルテを見ただけで医療者側の立場と い う か、 実は こ の

と き こ う い う ふ う だっ たんだ と い う こ と は全 く 確かめずにひどい と 決めつけて しま う と い

う こ と について 、 私は非常に疑問に思っ てお り ます。

○岡本委員

ひ どい と い う 言葉は 、 会話の上でこ う い う 表現で指摘されたので、 そ う 使っているだけ

で、 こ ち ら が判定する のは、 医療の質、 それも著 し く 低い と い う こ と と 、 それか ら 医療安

全と い う 観点から安全圏こ考慮 していない 、 危険な医療をやっ ている と い う 、 その 2 点を

言っ ています。 ですか ら 、 そ こ で患者さ んがひ どい と い う 表現 されたか ら 、 こ ち ら もひ ど

い と 受け と め る わけではない。 中身を見ての話ですか ら 。

○徳永委員

私も岡井先生の ご意見で良い と思います。 現在すでに原因分析報告を必要な事例 と して

あがってお り 、 部会が活動 し始め る状況になっ ています。 いま ま での協議で一定の方向は

も う 出て き ている と 思います。 皆 さ んが言われた と お り 、 い ろいろな判断を しな く てはい

けない事例が これか ら ま た出て く る かも しれませんが、 十分議論が尽 く されて 、 患者 さ ん
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の立場に も立った 、 事例報告ができつつあ る と思っている ので、 特に問題は感 じてお り ま

せん。

○上田理事

そ う します と 、 資料 2 の原因分析に当たっ ての岡井委員長の考え 、 も う 一度確認 します

が、 医療側委員の皆さ ん方は、 資料 2 の 1 ページにあ り ますよ う るこ 、 脳性麻痺の回避可能

性について記載 しない。 次の 2 ページの、 今後の産科医療向上のために検討すべき事項に

は同類の事例に対 して 、 ど う すれば脳性麻痺の発症を防止でき るか と い う 視点か ら考え ら

れる改善事項はすべて記載する 。 その仕方は、 仮想事例 3 の報告書に準ずる 。 ただ し、 改

善事項が複数記載された時に 、 重要度も合わせて示す。 こ の重要度については 、 先ほ ど注

で説明 した よ う し こ 、 記載に当たっ ては 、 脳性麻痺の発症に関連があるかないかに よ っ て重

みづけをする こ と と 、 それか ら 、 著 し く 質の低い医療や明 らかに危険な医療が原因 と 断定

でき る事例については、 当該医療機関の医療の質を一 日 も早く 改善させなければな ら ない

こ と か ら 、 その事実を明確に指摘する こ と 。 こ う い う 考えで進める こ と で よ ろ しいですか。

医療側委員の先生方、 よ ろ しいですか。

その よ う に整理させていただき ます。

次に 、 家族か ら の質問に対する 回答について 、 先ほ ど岡本委員か ら ご指摘が ご ざいま し

た。 こ の点も含めて 、 岡井委員長の考えにつき ま して ご意見をいただき たい と思います。

岡井委員長の考えの 3 ページにあ り ます よ 効こ、 報告書の本体 と は別に回答する こ と 、 そ

れか ら 、 2 の 、 こ こ では回避可能性について触れざる を得ない事例 も あ る と思われる が 、

家族への配慮 と して これを行いたい と い う こ と 。 そ して 、 その回答については、 分娩機関

に も送る こ と 。 それか ら 、 こ の よ う な取 り 組みを事前に施設に対して周知をする と い う こ

と ですね。 も う 1 つは、 回答を家族 と 分娩機関に送 り ますが 、 こ の文書を公表するか ど う

かですね。 岡井委員長、 ご意見があ り ますか。

○岡井委員長

公表するか ど う か と い う のは重要な こ と なんですが 、 考えがそ こ まで至っ ていなかった

んですけれ ど も 、 今 、 隈本委員か ら ご指摘いただいて、 さ っ き か ら考えていたんですが 、

私たちはそれは公式な も のでない と 考えている わけですか ら 、 公表は しない。 ただ し、 そ

れを受け取っ た患者さ んの ご家族の方が公表するか ど う か。 公法そ しないで く だ さ い と い う

こ と も言え る も の じゃ ないので 、 あ く まで も こ う い う 性質の ものだけ ど、 それをその人の

意思で公法"する のであれば、 と め る こ 割までき ないん じゃ ないかと思っ ています。 ただ し 、
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医療側の委員のそ こ に対する懸念は 、 そ こ で厳しいこ と を書かれた ら 、 本体に書かれたの

と 同 じ効果 じゃないか と い う こ と だと思 う んですけれ ど も 、 本体のほ う は 、 論理的に医学

的に見た ら こ う だ と い う こ と を 、 ガイ ド ラ イ ンに沿っ てない と か、 厳 し く 書 く こ と にはな

り ます。 だか ら こそ 、 最終判定みたいな こ と までには触れないわけですが、 家族への回答

は 、 結果 と して脳性麻痺になっ た こ と 乾 こ対 しているいる疑問が出ている ので、 そ こ に対し

て回答する には、 冷た く こ う だ と 言い切る よ り るま 、 む しろ説明 をつけてい く こ と " こ よ っ て 、

対立を避け る よ う な方向に持っ てい く こ と はでき る わけです。 その説明 もつけ られない と

い う のが 、 ほん と う にひ どい、 危険な医療をやっ ている じゃ ないか と い う ケースであ り 、

医療水準か ら見る と相当低い水準の医療をやっ ている人であっ て 、 そ う い う 事例は本体に

もそ う い う ふ う に書かれている わけですか ら 、 こ ち ら にその こ と を も う ち ょ っ と 詳 し く 書

かれて も仕方がない と い う こ と にな る と思います。 そ う でな く て 、 ほん と う に普通の医療

をやっ ていて 、 結果的に脳性麻痺になっ たのであれば、 言われれば可能性があっ た と い う

のは、 これは後か ら見ればそ う だけれ ども 、 手術する かど う かを判断する 時点においては、

その判断は非常に難 しい と か、 こ う い う 問題があっ た と かを書いて説明 してあげれば、 そ

れを受け取っ た らす ぐ訴訟だ と はな ら ない と思います。 そ う い う こ と も考えて 、 しか し 、

これはあ く ま で も ご家族への親切であ り サー ビスである と い う 形で回答 していき たい、 そ

う い う ふ う に考えています。

○上田理事

家族か らの質問に対する回答で、 回避可能性について触れざる を得ない場合に、 書き方

については、 岡井委員長か ら 、 医療の状況な どについて も あわせて説明する と い う お話が

ございま した。 こ の よ う に進め る こ と についての ご意見 と 、 それから 、 公表する こ と につ

いてです。 岡井委員長は、 公表は考えないけれ ど も 、 家族が公表する と い う こ と であれば、

それを と め る こ と ができ ない と い う こ と です。 回避可能性に触れざる を得ない と い う こ と

と 、 回答を家族 と 分娩機関に送付 しますが、 家族が これを公表する と い う こ と であれば、

それを と め る こ と はでき ない と い う 岡井委員長の考えにつき ま して 、 医療側の委員か らい

かがで し ょ う か。

○村上委員

こ の件について私も賛成の意見を言いま した。 ただ、 今お話を聞いていて思 う んですけ

れ ど も 、 家族の人が回答について公表する と い う と き に 、 公表する こ と も あ り 得る と思 う

んです。 それは、 そ こ ま でを訴訟でき ない。 公表する こ と で、 その家族がいろんな社会的
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な評価を受け る と き に 、 家族がいい連鎖で行けばいいんですけれ ど も 、 悪い連鎖の 中に入

った と き に、 と て も気の毒な形になっ た と き ど う する ので し ょ う か。 例えば家族が回答の

あっ たこ と に対 して公表 して 、 それに対 して社会か ら 、 ま たそれに対するいろんな人か ら

の反響が起き た と き に 、 私は家族の方が窮地に立つ よ う な こ と になっ た と き ど う する のか

な と い う こ と を考えて しま う 。

○上 田理事

そ う します と 、 ど う した ら よ ろ しいで し ょ う か。

○村上委員

だから 、 そ こ の と こ ろが 、 回答する こ と は賛成なんですけれども 。

○上田理事

回答する こ と は賛成ですね。

○村上委員

はい。 なんですが、 その回答 した こ と に対 して 、 家族が回答 したこ と をま た公開 します

よね。 家族が公開する 。 公開 した と き に 、 い ろんな形の意見が出た と き に 、 そ こ はだれが

どの よ う に処理を……。

○上田理事

そ う い う 問題が起こ る こ と を 、 懸念する と い う こ と ですれ

○水上委員

それは個人の責任で し ょ う 。

○村上委員

個人の責任。

○水上委員

それはも ち ろん 自 分に来た手紙を公開する んですか ら 。

○石渡委員

それは実名 を出 して と い う こ と ですか。 実名 を出 して公表する と い う こ と 、 それ 自 体は

別に問題はないんですか。

○水上委員

ラ ブ レタ ーを公開するみたいな も ので し ょ う 。

○上田理事

ですか ら 、 公表に当たっ ては ど う する か。 個人情報を含めて。
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○岡井委員長

公表 と い う こ と よ り も 、 それを使用 して何らかの法的なア ク シ ョ ンを起こすこ と “こ使わ

れる と い う こ と はあっ て も 、 それも と め られないだろ う と い う こ と でいい と 思います。

○上田理事

家族が…… 。

○岡井委員長

そっ ちのほ う が現実的には問題になる と こ ろだと思いますけれ ど も 、 私の気持ち と して

はそれは と め られないだろ う と 。

○上田理事

そ う します と 、 家族が回答の内容を公法きする こ と 、 ま た 、 回避可能性について触れざる

を得ない事例 も あ る こ と 、 これ ら について 、 医療側の委員か ら ご意見をいただき たい と思

います。

○楠田委員

公表に関 しては家族の 自 由 なので、 別にこ こ で議論する必要はないん じゃないですか。

別にする か ど う かだけを 、 皆 さ んの意見を聞いていただければよ く て 、 別紙にする と い う

こ と は、 こ こ の公式文書と してホームページ と か、 そ う い う の には載せない と い う 考えだ

と 思いますので、 そ う い う 考えであれば、 別にそれはそれでいい と思います。

○上田理事

わか り ま した。 まず最初に 、 別紙にする と い う こ と で よ ろ しいですか、 医療側委員の先

生。 本文 と は別に……

○水上委員

要する に別紙にする こ と に よ って回避可能′性について も論 じ る と い う こ と であっ て 、 別

紙について回避可能性を全然論 じないのであれば、 別に 2 通を作成する必要がない し 、 質

問の中に回避可能性について質問があっ た と き別紙を作成する と い う こ と ですので、 それ

でいいん じゃ ないで し ょ う か。

○上田理事

はい。

○宮澤委員

すみません。 医療側委員 じゃないのですが、 ち ょ っ と だけ。 少 し認識 しておかなければ

いけないな と い う のは 、 別紙に した と して も 、 本体 と 一体、 同 じ事実関係を扱っ ている も
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の 、 しかも 同 じ糸島織か ら 出てき た も の と い う こ と にな る と 、 一体 と して 当然考え られる も

のであ る と い う こ と 、 そ して回避可能性について言及 している と い う こ と は 、 責任追及の

基礎 と して十分になって しま う と い う こ と 、 その前提事実だけはご認識された上で、 これ

か ら の医療側の委員の先生の議論は していただ く 必要があ る のかな と思いますので、 あ ら

か じめそ う い う 形にな る と い う 認識を持っ ていただいたほ う がいい と 思います。

○岡本委員

今の宮澤委員の意見に賛成なんですけれ ど も 、 結局質問事項が少 し言及 した り する こ と

はあ る けれど も 、 基本的には報告書で述べている こ と と 家族に答える こ と は、 家族にわか

り やすい表現には している けれど も 、 食い違 う わけはないので、 そ こ ら辺はそ う い う 扱い

になる可能性は十分あ る と思います。

○上田理事

報告書の本文には、 先ほ ど整理 しま した よ う に 、 再発防止策をでき るだけ書き ます。 し

か し、 回避可能性については書かない と な り ま した。 一方、 家族に対しては、 委員長の

考えにあ り ますよ う に 、 回避可能性については触れざる を得ない事例も あ る 。 そ の場合

に、 い ろいろな医療の状況については触れる け ど、 記載 される こ と は、 本文の内容 と は

必ず しも一致 しません。

○岡本委員

おそ ら く それは私は全部について触れる と い う こ と ではな く て 、 先ほ どの 、 ひ どい と い

う 表現は悪いんですが、 そ う い う ど う し よ う も ない症例については触れざる を得ない と い

う こ と なので、 矛盾 している と思っ てはいないんです。 その と ら え方でいいで し ょ う か、

岡井先生。

○岡井委員長

岡本委員の言われる こ と は、 ど う い う 文章で書 く に して も 、 内容は原因分析委員会で分

析 した原因を外れた よ う な こ と を書いた り と か、 そ う い う こ 割ま しないで し ょ う と い う 意

味で し ょ う 。

○岡本委員

そ う です。

○岡井委員長

それはその と お り で、 こ っ ち と こ っ ち と 全く 違 う 意見の こ と を書く と い う こ と はあ り ま

せん。 ただ し 、 こ ち ら の方には よ く わかっ て も ら う よ う に丁寧に書 く 。 丁寧に書 く 中 には、
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淡々 と原因を分析 している よ り るま 、 場合に よ っ た ら 、 回避可能性か らいえば回避でき たか

も しれない と 書 く こ と があ り ます。 しか し 、 現場のいろいろな事情も あっ て 、 こ の と き帝

王切開する のは難しかった、 そ う い う コ メ ン ト までつけてあげる こ と も あ り 得る わけです

ね。 そ こ は考えて書いてあげる と い う こ と だ と 思います。

○石渡委員

私も今、 岡井委員長の言われた よ う に 、 丁寧に と いいますか、 細か く 書いてあげる こ と

は親切だと思 う んですけれ ども 、 やは り それでも なお、 回避の可能性 と い う こ と について

深 く 言及する と い う こ と は避けるべき 。 表現の仕方はいるいる あ り ますけれど も 、 そ う し 、

う よ う な 、 す ぐ訴訟に結びつ く よ う な 、 そ う い う 表現の仕方は極力避け るべきであ る と思

います。

それから 、 本体は公表されますね。 要約については全部ホームページに載る んだけれど

も 、 本体については、 マス キングをする に しろ 、 希望 と いいますか、 あ る程度 目 的があっ

た 、 そ う い う 有意義な も のについては 、 その資料を手渡す。 だけ ど も 、 家族か ら の意見等々

についての回答は、 別紙に して 、 それは本人が希望された場合は別だけれ ど も 、 そ う でな

い方が要求 されて も 、 それは一切外へ出 さ ない 、 そ う い う 原則ですね。

○岡井委員長

それはそ う です。 出 しません。

○上田理事

そ う します と 、 3 ページの委員長の考えに 、 先生は賛成だ と おっ しゃ られていますが、

質問第 2 の 2 ですけれど も 、 岡井委員長の ｢回避可能性について触れざる を得ない事例 も

あ る と思われるが｣ 、 こ の文言については ど う で し ょ う か。 き ょ う は一致 した考えを確認 し

たい と思っ ています。 先生、 これでいいですか。 それ と も 、 少 し修正を提案されますか。

こ の文章でいいですか。 これは議事録に残 り ます し 、 考え方はそれぞれ先生方が今お話 し

されま したか ら 、 そ う い う 考え方 と い う のはまた大事な議論ですので 、 最終的には、 文書

と して 、 医療側の委員 と してま と めた と い う こ と で整理 したい と思います。 3 ページの家

族か らの質問に対する 回答については、 こ う い う 考えでよ ろ しいですか、 医療側委員の先

生方。

○水上委員

はい。

○上田理事
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徳永先生、 いいですか。

○徳永委員

特に問題あ り ません。 ただ、 産科医療を提供する我々 の レベルが上がってき た と き には 、

報告書の内容表現や、 家族への回答の仕方も変わっ て く る と思いますので、 しば ら く は今

の基本的な考え方で事例報告書の 中での家族への回答を作成する と い う こ と で……。

○上田理事

まずはこれで据える と い う こ と で。

○徳永委員

それでよ ろ しい と 思います。

○上田理事

竹村委員、 よ ろ しいですか。

○竹村委員

当然家族への回答も こ の委員会でつ く る と い う こ と ですか。 審議する と い う こ と ですか。

岡井先生が 自 分で返事を書く わけ じゃ ないんで し ょ う ね。

○上田理事

そ う ですね、 委員会で。

○岡井委員長

はい。 名前は 、 原因分析委員会 と して。

○竹村委員

委員会か ら の返事 と い う こ と ですよれ

○岡井委員長

私か ら の返事ではあ り ません。

○竹村委員

それで結構です。

○隈本委員

質問 よ ろ しいですか。

○上田理事

ど う ぞ。

○隈本委員

こ こ の岡井先生のお考え 、 資料 2 の 2 ページの下のほ う にあ る質問 1 の第 4 ですね。 こ
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れに対 して 、 こ う い う 事例については一 日 も早 く 改善させなければな ら ない こ と か ら 、 そ

の事実を明瞭に指摘する こ と も検討すべき であ る と い う こ と ですが、 こ の言葉の示す範嗜

と次のページの 3 ページの下のほ う の質問 2 の 2 に対する家族への配慮 と して これを行い

たい と 考えている触れざる を得ない場合の事例、 これの指す範囲は大体同 じ と 考えた らい

いですか。

○岡井委員長

いえ、 大体同 じではあ り ません。 原因分析委員会か ら の 、 いわゆる委員会の報告書に関

しては、 相当質の低い医療であ る と か、 危険な も の と かい う こ と で、 これは早く 直 して も

ら わな く ち ゃいけない、 こ こ の と こ ろは正 しな さいみたいな こ と を き ち っ と 書 く と い う こ

封こな り ます。 こ ち ら の家族への回答は、 あ く まで も質問 してき た こ と に対 して答える わ

けで 、 その質問の内容に よ っ ては 、 質の低い医療ではな く て も 、 結果的に回避でき たかど

う か と い う こ と について触れな く ちゃいけない と こ ろ も あ る と思 う んですね。 患者 さ んの

家族の人が、 素朴にそ こ を聞き たい と い う のに対 して 、 いや、 答え られないから 、 こ っ ち

読んで勝手に理解 しな さ いではち ょ っ と 不親切だと思いますので、 ご家族が理解でき る よ

う に書き ます。 ただ し、 その言葉で、 じや あ 、 回避可能性があっ たんだか ら 、 す ぐ訴訟だ

と な ら ない よ う に。 ち ゃん と した標準的な医療をやっ ている とすれば、 そ こ には判断の難

し さ と か、 あ る いは状況に よ っ てす ぐでき ない事情があっ た と かい う こ と も説明 を してわ

かっ て も ら え る よ う る こする 。 しか し 、 ほん と う にひどいケース はそ う い う 説明 もでき ない

ほ どひどいわけですか ら 、 それは報告書と合っ た形の回答になる と思います。

○隈本委員

わか り ま した。

○上田理事

岡井委員長の考えについて 、 徳永委員、 竹村委員、 板橋委員はこれでよ ろ しい と い う お

話ですが、 よ ろ しいで し ょ う か。 水上委員もいいですか。

○水上委員

はい。 これで行き ま し ょ う 。

○上 田理事

村上委員、 よ ろ しいですか。 岡本委員 もいいですか。

そ う します と 、 家族か ら の質問に対する 回答については 、 報告書の本体 と は別に回答書

を作成する 。 そ して こ こ では回避可能性について触れざる を得ない事例 も あ るが 、 家族へ
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の配慮 と して これを行 う 。 それか ら 、 当該分娩機関に も送っ て 、 同 じ内容を通知する 。 そ

れか ら 、 参加 している施設に対 して 、 こ う い う 取 り 組みについて周知を し 、 理解を得る努

力をする と い う こ と を医療側の委員の総意 と して 、 ま と め る こ と で整理させていただき ま

す。

そ して 、 回答書の公表に関 しては 、 回答書を家族と 分娩機関に送付 した後、 家族に対し

て 、 公表 してはいけない と 強制はでき ない と い う こ と で、 よ ろ しいですか。

では 、 その よ う に整理させていただき ます。

それでは、 回避可能性の記載 と 家族か ら の質問に対する回答につき ま して 、 医療側の委

員 と してのま と めを以上の と お り 整理させていただき ます。 後ほ ど整理 したも の を確認 し

ていただき ますが 、 こ の よ う に させていただき ます。

以上でございます。

○岡井委員長

あ り が と う ご ざいま した。 そ う した ら 、 現在の と こ ろでは 、 医療を提供する側の委員の

意見 と して 、 今、 上田理事がま と めて く だ さ っ た 、 そのま と めでいき たいと思います。 そ

れに関 して 、 有識者代表 と される委員か ら コ メ ン ト等があ り ま した ら 、 出 して頂き たい と

思いますが、 よ ろ しいですか。

○隈本委員

1 ついいですか。 これは前回お話 し した こ と は単な る 打ち合わせなので、 議事録に残っ

ていないので、 私の意見をちゃん と 述べておき たい と思います。 まず 1 つ、 委員長の ご意

見の中に も 、 それか ら 、 それに賛同する ご意見の中に も 、 回避可能性を指摘する こ と が訴

訟の種にな る と い う 表現があ り ます。 それが訴訟の原因になる と い う 表現があ り ますが 、

私はそ う 思っ ていません。 む し ろ 、 あいまいに書いた り 、 医学的にはこ う であ る が 、 その

後は何も書かない。 医学的にはこ う であ る が と いっ て何も書かない と い う こ と が僕は訴訟

の種にな る と思っ ています。 訴訟 と い う のは、 何 ら かの過誤があった と 疑われた と き に、

事実関係がはっ き り しない こ と が原因で起こ っ ている 。 さ ら に事実関係が明 ら かに ミ スが

あっ た と思われる と き に 、 その 当事者が認めない と き に訴訟になっ ている のであっ て 、 仮

に ミ ス があっ た場合でも 、 それをすべて説明 して謝罪 した場合には、 訴訟はなっ ていませ

ん。 示談になっ ています。 ですか ら 、 そ う いった点では、 訴訟の種になる と い う 言葉が解

釈が違 う のではないか と い う のが私のまず L点 ご指摘 したい と こ ろです。

それから 、 回避可能性と い う 言葉で、 そ う い う 法律用語で随分も めている感 じが して 、
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私の よ う な素人か らする と 、 なぜそんなに回避可能性と い う 言葉を医療側の先生方が と て

も嫌がる のか、 ち ょ っ と よ く 理解でき ないこ と があ り ますが 、 医学研究をやっ てい ら っ し

ゃ る 、 特に医療の安全に関 して研究をやっ てい ら っ しゃ る方々 は、 多 く の場合、 医療事故

分析の と き に予防可能性と い う 言葉を使っ て 、 非常に皆さ んが一生懸命やっ てお られる と

い う こ と を僕は取材で知っ ています。 そ う い う 意味では、 予防可能性に言及 しない原因分

析 と い う 足かせをする こ と に よ っ て 、 それは原因分析と して も しか した ら甘いん じゃ ない

か と い う 疑惑を招 く と い う こ と は、 これはぜひ皆さ んに考えていただき たい。 多 く の国民

は、 お医者 さ んたちの分析を権威あ る も の と して見ています。 ですか ら 、 医学的に権威の

ある皆 さ んが しっ か り した分析をする こ と るこ対 して信頼を置いています。 しか し 、 国民が

何かを信頼する と き に 、 権威だけでは信頼は しません。 権威 と 中立性、 公正性 と い う も の

を感 じた と き に初めて、 権威ブラ ス 中立性、 公正性で信頼をする も のであ り ます。 そ う い

う 意味では、 皆 さ んのデータ 、 分娩機関の皆さ んが資料を出 しやすいよ う に 、 回避可能性

は指摘しませんよ 、 責任追及につながる こ と は避けますよ と い う こ と を あ ら か じめ メ ッセ

ージで送る こ と は、 確かに多 く の分娩機関に と っ てみれば非常にいい資料を出 しやすいな

と い う 気持ちにな る かも しれませんが 、 国民に と っ てみれば、 こ の結論を信用 して 、 仮に

これで問題ないよ と 書かれた と き に 、 訴訟を しないでおこ う 、 これであき ら め よ う と い う

気にな る かど う か と い う と こ ろは 、 最終的には信頼性ですから 、 その信頼性に間違ったメ

ッセージを送る のではないか と い う こ と を非常に危惧 しています。 これが私の意見です。

○岡井委員長

あ り が と う ご ざいま した。 先生の ご意見は私は何度も 聞いていま して 、 何度も反論 して

いますので、 こ こ ではや り ません。 ただ し 、 1 つだけ言わせて も ら う と 、 国民の皆 さ んが

信頼 して く れ る かど う かは、 実際に出た ものを見て 、 それか ら判断して く だ さ い。 ど う い

う 報告書が出 る か。 今までよ り も き っ と よ く な る と信 じていますか ら 。 こ う やっ てやる こ

と でほん と う に原因 を解明 して……。 それか ら大事な こ と は 、 僕、 反論 しない と 言っ ちや

ったけ ど、 大事な こ と は、 脳′性麻痺を減 ら してい く と い う 方向に医療界全体が進んでい く

こ と なんですね。 再発防止する と か、 医療を向上させる と い う こ と は、 も ち ろん患者さ ん

の協力 も必要ですけれ ど も 、 やっ ている 医療従事者がそれに向かって進んでいかなければ

な ら ないのです。 こ う い う 制度ができ て 、 き ち っ と した分析ができ て 、 それで学会 と か医

会 と か、 そ う い う と こ ろが防止に取 り 組む姿勢を強めてい く 、 そ う い う こ と で協力 して も

ら う と い う こ と でない と 、 患者 さ んの側から も っ と 厳 し く 判断 しろ と か、 そんな こ と だけ
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で医療 と い う のは よ く な る も の じゃ ないので、 医療提供者側が主体になっ てやっ てい く こ

と が必要なんです。 それだか ら 、 僕はぎ り ぎ り の線でこ こ に線を引 く と 言っている わけで

す。 それが違 う と 思 う のが隈本さ んの意見。

○隈本委員

医療側に厳 し く し ろ と 言っ ている わけではあ り ません。 これは中立 ･ 公正にやっていた

だき たい と 。 しか し 、 その中立 ･ 公正の原因分析と い う も のをすご く いい も のを出 したの

だか ら 、 それを見ていただければわかる はずだ と い う のは 、 多 く の場合そ う ではないです。

これは多 く の過去の事例か ら見て も 、 正 しい こ と を正確に発言 していれば必ず世間は受け

入れる と思っ てはいけない。 やは り 信頼される ための姿勢を示 さ なければだめだと思いま

す。 その信頼される ための姿勢 と い う のは、 も のすご く 重要なポイ ン ト で、 そ こ でいえば、

例えばの話ですが、 これは極端な例ですが、 岡井先生はこ こで、 僕が言っ た も のかも しれ

ませんが、 ひ どい医療が行われた と した らそれは厳し く 言います と い う こ と を明言 された

わけです。 しか し 、 全 く 同 じ論理で、 も し仮にひ どい事例を起 こ して しま った分娩機関は、

それを指摘される のだっ た らデータ を出 さ ない と 言 う かも しれませんよ 。 こ んなに協力 し

て患者さ んのために頑張っ たのに 、 ひ どい と 言われる可能性があ る んだっ た ら 、 私は出 さ

ない と 言われた ら 、 出 さ な く ていい こ と にな り ますよ 。 も し今 こ の論理を認める と 。 つま

り 、 医療機関に と っ て記録を出 しやすい環境づ く り のために回避可能性を書かないんだ と

い う のであれば、 今度、 じや あ 、 ひ どい場合は書き ますよ と 書いたのな ら ば、 じや あ 、 ひ

どいんだっ た らおれは出 さ ない と い う 人がいて も 、 それは し よ う がない と い う こ と にな り

ませんか。

○岡井委員長

それは し ょ う がない こ と にな り ます。 でも 、 そんな人はほんの一部だと思いますよ 。 ほ

と ん どの人は、 そ う い う ふ う に責任追及 される んだっ た ら嫌だけれ ど も 、 原因を分析 して 、

いいほ う に向かってい く と い う こ と であれば協力 します と い う こ と で こ の制度に入っ てい

る わけですか ら 、 自 分がひ どい医療をやっ ている と い う 認識を持っ ている人は少ないんで

すよ 。

○隈本委員

も ち ろん僕はも う 1 0 0 回、 1 0 0 回は言っ てないな 、 議事録を数えていただければわ

かる よ う に 、 多 く の医療機関はま じめにやっ てい ら して 、 不可避な事故も起き ている し 、

それは全然過失がな く て も 、 いろんな脳′性麻痺が起こ っ ている こ と は よ く 存じ上げていま
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ず。 そ して 、 皆 さ んが一生懸命善意で医療をやっ てい ら っ しゃ る こ と も存 じ上げています

が、 こ の医療事故分析と い う のを中立 ･ 公正にやる ためには、 これは全例を出 して も ら っ

て 、 それは仮に 自 分が失敗 したかな と思っ て も 、 素直に出 して も ら う 、 それをや り ま し ょ

う と 医療界か ら盛 り 上がっ て く れない と 、 だめだと思 う んですよ 。 今回みたいに 、 責任追

及 される んだっ た ら 出 さ ないぞ と い う こ と を是認 した形でこ の制度づ く り をする と 、 こ れ

は明 ら かに も っ と ひどいケースは隠れて しま う 。 決 して数が多い と は思っ ていません。 も

のすご く わずかなんですけれ ど も 、 そ う い う ひどいケース について も 、 ち ゃん と 指摘する

ぞ と おっ しゃ る こ と はいいけれ ど も 、 で も 、 出 しやすい環境はつ く り ます。 資料を提供し

やすい、 と て も協力 しやすい環境はつ く り ます と い う のは 、 これはダブルス タ ンダー ドな

ん じゃ ないですかね。 その こ と は非常に私に と ってみれば残念な感 じが します。 本来な ら

医療側が、 おれたちの仲間の 中に も し質の悪い医療を繰 り 返 しやっ ている人がいる のだっ

た ら 、 それはやめ させたい。 だか ら 、 そのための制度づ く り を し よ う と い う 気運が盛 り 上

がっ て 、 こ の制度ができ たのではないか と僕は思っ ている ので。

○岡井委員長

ええ。 その部分はそ う したいです。 ただ し、 こ の制度は、 その部分を最初のプライ マ リ

ーエン ドポイ ン ト に してつ く っ た も のではない。 ですか ら 、 そ う い う 部分が 、 も し万が一

そ う い う ふ う に思っ て 、 私は こ の制度に入 ら ない と い う 人が も し出て く れば、 それは と て

も残念ではあ る けれども 、 そ こ までは と め られない。 も っ と るまかに大事な こ と があ る 。 そ

れはやら な く ちゃいけないんです。

○隈本委員

も う 一つだけ言わせて く だ さ い。 最後にコ メ ン ト と しては、 まず分娩記録等医療記録は、

本来患者さ んの も のです。 それを医療機関 も持っ ている も のですね。 本来個人データ 、 医

療データ は患者 さ んの も のですか ら 、 それを提供して も ら う のに 、 悪者 さ んがお医者さ ん

の意見を聞 く 必要は本来ないはずなんです。 も し個人情報保護法に基づ く 医療診療録に関

する ガイ ドラ イ ンが順守される と すれば。 本人が希望 して 、 自 分の分娩記録を と ろ う と思

えば 自 動的に と れる はずで、 それを と っ て 、 こ こ に提出する こ と も でき る わけですか ら 、

分娩機関が協力 しやすいよ う に と い う こ と で配慮 しな く て も 、 本来な ら患者 さ んがそれを

と っ て出すこ と も でき る わけですよね。 ただ、 そんな過大な手続を患者さ んに させる のは

よ く ないので、 当該分娩機関に出 していただ く と い う のであって 、 当該分娩機関が出 した

く ない と いっ た ら 出 さ ないで済む と い う よ う な も のではないはずなんですね。
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○岡井委員長

ないです。

○水上委員

よ ろ しいですか。

○岡井委員長

ち ょ っ と待って く だ さ い。 ごめんな さ い。 ち ょ っ と 決着つけて。

○水上委員

会議が進ま ないか ら 、 隈本委員は議事録に と どめてほ しい と 言ったわけですよね。 だか

ら 、 議事録に と どめて 、 その話は、 こ の会議の根幹にかかわる こ と であっ て も 、 それは決

ま った こ と じゃないですか。 だか ら 、 隈本委員が指摘された こ と は議事録に と どめて 、 議

題は次に行き ま し ょ う 。 だっ て 、 その話はも う し よ う が ないで し ょ う 。 も う 決ま っ て しま

っ て 、 こ の よ う に して 、 これで始める と い う こ と であれば。

○岡井委員長

も う ち ょ っ と だけ。 も う あ と 5 分 ぐ らい、 こ の ご意見を聞いて終わ り 々 こ したい。 ごめん

な さい。 あ と 5 分 ぐ らいで終わ り ます。 私が言っ ている のは、 こ の制度その もの を定着 さ

せる こ と が重要だ と 言 う こ と です。 産科医療補償制度が う ま く いけば、 ほかの領域の医療

事故に も広げてゆ く こ と ができ ます。 患者 さ ん と 訴訟で対立する ん じゃな く て 、 う ま く い

かない事例があっ た と き に 、 原因は何か、 そ う い う こ と を少 しでも減 ら してい く よ う に向

か う には ど う すればいいかと い う よ う に考える 、 こ う い う 無過失補償制度の考え方が大切

なのです。 過失があっ た 、 なかった 、 あなたに責任がある 、 ない と い う こ と ではな く て 、

補償はする し 、 原因はみんなで直 していこ う と い う 考え方をやっ てい く 、 その制度の第一

歩である のです。 しか し 、 今の制度は補償金の問題 と か、 ペナルテ ィ ーの問題が解決 して

ない と かい う こ と で、 まだ成熟 してない 、 完成 してない制度なんです。 で も 、 これをス タ

ー トする のに 、 皆 さ んに 、 まず産科医療補償制度に入っ て も ら っ て 、 みんなでやっ てい こ

う と い う のが医療提供者側になければ進んでいかない。 そ こ を言っ ている ので、 入っ て く

れた ら 、 必ずデータ を出す と い う のは、 出 して も らいます と い う こ と ですよ 。 データ を出

せ と い う こ と で、 責任を追及 しないか ら 出せではな く て 、 こ のシステムがそ う い う 理念に

基づいてやっ ている こ と だか ら 、 みんな 、 こ のシステムに入ってやっ ていき ま し ょ う よ と

い う 、 そ こ なんですよ 、 私が言っ ている のは。 隈本さ んはジャーナ リ ス ト で も あ られる の

で 、 そ う い う 形で一般国民の人が ど う 思 う か と い う こ と を気に してお られる と い う か、 大
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事に してお られます。 それはその と お り でいいんですが 、 伝え る ジャーナ リ ス ト が 、 僕か

ら言わせる と 、 隈本先生は僕 ら の考えに対 して否定的な立場で、 こ う 言っ た ら 国民のみん

なが反対する じゃ ないか と か、 支持 して く れないんだ と 言 う ルナれ ど も 、 それはあなた方の

伝え方一つで決ま っ ちゃ う と こ ろ も あ る ので、 ほん と う " こ こ の制度を育て よ う と思っ てい

る んだっ た ら 、 こ う い う ふ 効こやっ ていけばよ く な り ます よ と い う よ う な形で国民の方に

伝えて も ら えれば、 信頼 して も ら え る と思 う います。 しか し、 結局信頼される か ど う かは、

最後に ど う い う も のができ上がっ ている かが大事で、 それで、 これに よ っ て 、 ほん と う に

いいほ う に医療が向か う かど う か。 今まで裁判で争って、 なかなかいい方向にいかなかっ

た と い う 現実があ る わけですよ 。 それに対して新 しい考え方でい く こ と に よ っ て 、 どれぐ

らい前進する か、 それで決ま っ て く る ので、 今か ら否定的な考え方で、 国民がみんな反対

ですよ と 言われて も 、 僕、 ほん と う に寂 し く て残念で し よ う がない。

○隈本委員

国民が全員反対と は言っていません。 要する に 、 国民に信頼される原因分析制度に して

いただ く よ う に僕のほ う は……。

○岡井委員長

それは信頼でき る よ う に します。

○石渡委員

も う 一つなんですけれども 、 こ の原因分析は、 確かに医学的な観点から行 う わけですか

ら 、 あ く まで も 中立 ･ 公平で、 患者 さ んの味方をする よ う な書き方も しない し 、 ま してや

医療側の味方をする よ う な書き方も しない。 全 く 中立 ･ 公平にや り ますか ら 、 そ う い う 意

味で、 国民か ら の信頼性をかち取ればいいん じゃないかと思っ てお り ます。 ですか ら 、 先

ほ ど医療側に偏っ た と い う よ う な 、 そ う い う お話、 ち ら っ と あっ た と思 う ので。

○松田委員

いいですか。 そのために隈本委員はこ こ にお られる ん じゃ ないですか。 一緒に入っ てい

る わけだか ら 、 これが中立 ･ 公正の何よ り の証拠 じゃないですか。

○竹村委員

ち ょ っ と よ ろ しいですか。 責任をはっ き り 追及 しない と安全にな ら ない と い う のだっ た

ら 、 今 、 各病院が全部やっ ているイ ンシデン ト ･ ア ク シデン ト報告は、 責任を追及 しない

か ら報告 しな さ い と い う ふ う に進めている わけですね。 その辺の と こ ろ も ご理解いただき

たい と思います。 これは広める と い う こ と がまず大事なんです。
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○隈本委員

責任追及をする こ と は医療事故の防止につなが ら ない と い う こ と は 自 分の著書に も書い

てあ り ます。 そ う い う こ と “刻まっ き り 自 分も認識 しています。 責任追及をする か しないか

ではな く 、 原因分析をする と き に 、 どれだけ中立 ･ 公正に している と い う こ と を姿勢 と し

て示すか と い う こ と であって 、 いたず ら に個人の責任を追及する こ と が大事だ と は言っ て

いません。 原因分析を しっ か り する と い う こ と だけです。

○岡井委員長

それは しっ か り や り ます。 私の責任で しっ か り や り ます。 こ こ に も書いたけれ ど も 、 別

にかば う つ も り も ないんです。 間違っ たこ と をやっ ている と き に も 、 それは程度があ り ま

すか ら 、 ど こ か ら過失か と い う 線を引 く のは、 私たちは判定しない と 言っている 。 線を引

く のであれば、 本当 にひ どい医療に対 しては早 く 指摘 したほ う がいい と い う 考えも 出 して

いる わけですか ら 、 それは信頼 して も ら う しかない と思います。

○豊田委員

制度を育てていこ う と い う お気持ちは、 委員の皆 さ ん全員同 じだと思います。 それは私

も思っ ている んですけれ ど も 、 こ の間打ち合わせ会の と き に も 申 し上げま したけれ ど も 、

劇こか く 素人 と して読んでわか ら ない、 理解でき ない と い う こ と が患者 さ んたちの理解に

つなが ら ないん じゃないか と い う こ と で危惧 して 、 打ち合わせ会の と き に発言 しています

ので 、 ど う して も こ う い う 分析の仕方でこ う い う 書き方 しかでき ない と い う こ と であれば、

ほかの手段 と して 、 例えば相談窓 ロ 体制 と か説明する人材を確保する と か、 何かそ う い う

サポー ト を していただかない と難しいかな と感 じています。 ですので、 それも今後、 問題

になっ て く れば、 自 然 と そ う い う こ と になっ てい く と い う こ と に も な る のではないで し ょ

う か。

○岡井委員長

わか り ま した。 これはまた次ま でに議論する こ と にな る と思います。 質問があた事項に

対 してはわか り やす く 説明をつけて 、 回答する 。 それを も ら っ て原因分析のほん と う の報

告書を も ら っ て 、 さ ら にまだ疑問であ る と か何かあれば、 それに対して こ ち らで窓 ロ を設

けて 、 説明する と か、 また新たな質問に答える と か、 そ う い う の もつ く っ て もいいかも し

れない。 ただでき る か ど う か、 今、 断定でき ません。 それを ど こ までやれる のか。 こ こ は

あ く ま でも AD R的な こ と ま でやる のではないですからね。 それは違 う ので。 こ の委員会

は、 A D R をやる のではないので。 それはま た議論にな り ますけれど も 、 そ う い う こ と も
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検討は させていただき たい と思います。 あ り が と う ご ざいま した。

ほかになければ、 こ の件に関 してはこれでま と めを書いて 、 次に 、 出 させていただき ま

す。 それではあ り が と う ご ざいま した。 大分時間が予定よ り 過ぎま したので、 次に行き た

い と思います。 次は、 マニ ュ アルですれ その件について 、 後先生お願い します。

○後技監

資料 6 でございます。 これは改訂 したマニュ アルになっ てお り ま して 、 ど こ を直 したか

と い う のは本体資料の 3 ページにな り ます。 これまでの議論でご承認いただき ま した よ う

な こ と があ り ますので、 必然的にマニュアルを変わっ てい く と い う こ と にな り ます。 その

部分を変えた も のでございます。 本体資料の 3 ページで見ます と 、 まず 1 つ 目 の丸ですけ

れ ど も 、 資料 6 の 1 ページのタイ トルです。 ｢原因分析報告書作成マニュ アル (案) ｣ と 書

いてあ り ますが 、 これは以前原因分析報告書 (案) 作成マニュ アル (案) と なっ てお り ま

したので、 原因分析報告書 (案) の案を と り ま した と い う こ と だけです。

それか ら 、 次の丸ですが 、 今度は 4 ページにまい り ます。 4 ページを ご らんいただき ま

す と 、 下に二重線で消 してある部分が ございます。 こ こ の新生児期の経過で必要な情報を

少 し削除いた しま した。 新生児期の経過は、 新生児が搬送された先の医療機関に情報を求

める こ と も あ り ま して 、 あま り にた く さ んの克明な情報をいただ く の も 限界があ り ますの

で、 必要な最低限の量の情報をいただき ま し ょ う と い う こ と で、 削除してお り ます。

続いて 5 ページでございます。 5 ページの 8 ) が あ り ます。 児 ･ 家族か らの情報 と い う

部分があって 、 そ こ に下線で二重線を引いてあ り ます。 ｢原因分析のための保護者の意見｣

を も と " こ云々 と 書いてあ り ます。 以前は ｢原因分析にかかる ｣ と い う よ う なかたい表現に

なっ ていま したので、 そ こ をやわ ら か く 一般向けの表現に したほ う が よい と い う ご意見で

そ う いた しま した。

それから 、 8 ) がすべて削除されている部分があ り ます。 これは随分前に分娩機関か ら

児 ･ 家族への説明 と い う 項 目 を設けていたけれ ども 、 その後の議論でこ こ は削除する こ と

にな り ま したので、 削除 してお り ます。

そ して 、 次の丸に行き ま して 、 今度は 6 ページでございます。 6 ページに臨床経過に関

する 医学的評価、 大き な 4 番ですけれ ど も 、 そ こ にま と めの欄をつ く る こ と にいた しま し

た。 それか ら 、 こ こ にま と めの欄をつ く る こ と になっ た も のですか ら 、 5 ページに戻っ て

いただき ま して 、 脳小型麻痺発症の原因 、 大き な 3 番ですけれど も 、 こ こ も そろ え る ために 、

こ ち ら に も ま と めの欄を設けま した。
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それか ら 、 次が 7 ページであ り ます。 7 ページには、 ※か ら始ま り ま して 、 医学的評価

については以下の視点か ら行 う と い う 項 目 があ り ます。 こ こ の文章が変わっ てい る わけで

はないんですけれど も 、 こ のページその も のが も っ と後ろのほ う にあ り ま したので 、 これ

をそっ く り 移 してまい り ま して 、 医学的評価の部分に移 しま した と い う こ と だけでござい

ます。

それか ら 、 次が 8 ページです。 8 ページは、 5 の産科医療向上のために検討すべき事項

ですが、 その事項の 1 つずつ 、 1 ) か ら 3 ) について 、 提言をする対象が どなたなのか と

い う こ と を明示 したほ う がいい と い う ご意見があ り ま して 、 1 ) は当該分娩機関、 2 ) も

当該分娩機関、 そ して 3 番が我が国に対 して 、 そ して 、 その中に学会や職能団体に対 して

と 国 ･ 地方団体に対 して と い う 構成にいた しま した。

そ して 、 9 ページですけれども 、 9 ページの 6 の関連資料の 3 ) 医学用語の解説にな り

ます。 これも以前の議論に よ っ て解説は別冊にする こ と にな り ま したので 、 (別冊) と い う

言葉をつけま した。 そ して 、 一番下の丸印に一般の人にわか り やすいよ う に医学用語につ

いて解説をつけ る と い う 言葉を加えま した。

以上がマニュ アルの改正 した部分でございますが 、 なお 、 課題 と して残っ てい る のが 、

先ほ どの用語についての整理でございます。 これは今後の会議で、 原因分析委員会で審議

していただ く こ と を予定 してお り ます。 そ してそれも また こ のマニュ アルに盛 り 込みま し

て 、 また版を重ねてい く と い う 予定でございます。 以上です。

○岡井委員長

あ り が と う ご ざいま した。 マニ ュ アルについての今の変更点等に関 して何かご意見 と か

ございますか。

○岡本委員

以前、 医学的評価 と い う と こ ろに 、 助産 ･ 看護の視点 と いいますか、 そ こ ら辺を こ のマ

ニュ アルに織 り 込んでいただ く と い う 形で……

○岡井委員長

それはそ う い う ふ う になっていませんか。

○岡本委員

どこ に織 り 込まれていますか。

○岡井委員長

1 つは 、 2 ページの と こ ろに 、 下のほ う か ら 3 分の 1 ぐ らいの と こ ろに 、 ｢経時的に妊産
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婦の状態 と 『診療行為や助産行為』 (以下 『診療行為』 と 記載する ) ｣ と あ り ますね。 こ こ

では診療行為 と 呼べば助産行為も含んでいる んだ と い う こ と にな っ ていますが 、 ほかの部

分でもそ う い う 配慮を しな く ち ゃいけない部分があれば、 加え る必要がある と思いますけ

ど、 ど こかあ り ますかね。

○岡本委員

一番最初の 1 ページの と こ ろ 、 基本的考え方の 4 ) あた り の ｢医学的評価に当たっ ては｣

と い う よ う なあた り に括弧でも してそ う い う 表現を入れていただき たい。

○岡井委員長

助産学的評価も含む と か と い う 、 そ う い う 形ですね。

○岡本委員

はい。 ち ょ っ と 入れていただ く と ……。

○岡井委員長

それを入れて く だ さ い。

○岡本委員

よ ろ し く お願い します。

○上田理事

すいません。 前回 ご指摘いただき ま したね。

○岡井委員長

それは入れる と い う こ と にな っ ていたので、 抜けていたのだと思います。 すいません。

ほかに こ のマニュアルについてはよ ろ しいですか。

○鈴木委員

今 日 さ ん ざん議論 して決めた予防可能性について責任追及につなが るおそれがあ る か ら

書かない と い う のは ど う してマニュ アルに書かないんですか。

○岡井委員長

それはこれか らですね。 き ょ う 決ま ったので。

○上田理事

今 日 、 先ほ ど回避可能性の記載 と家族の質問に対する 回答について 、 医療側の委員で決

ま りま したので、 これを委員会 と して進め る と い う こ と であれば、 マニュ アルに記載 した

いと思っ てお り ます。 それを提案させていただいて 、 皆様方に確認 していただき たい と思

います。
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○鈴木委員

案はいっ と れるんですか。

○上田理事

私 ど も 、 次回の委員会でこれを決めない と いけない と思っています。 ただ、 次回の委員

会では、 後ほ ど触れますが 、 実際の事例の原因分析を行いますので、 事前に案を先生方に

送って意見をいただき なが ら 、 委員会ででき る だけ効率的に進めたい と 考えています。

○鈴木委員

私の質問は、 こ のマニュ アルの案はいっ と れる のですか と い う 質問ですよ 。 いっ と れる

んですか。

○上田理事

ですか ら 、 医学的評価の用語です と か、 き ょ う 議論 されたこ と を反映 させてま と めます

ので、 次回の委員会以降に案は と れる よ う " こ準備 したい と思ってお り ます。

○鈴木委員

次回の委員会以降 と い う のは、 1 0 0 年先もそれ以降なんですけれ ど も 、 いつ ぐ らいを

め どに案を と る のか と い う こ と をおっ しゃっ ていただかない と 、 いつまでこ のマニュ アル

の案について意見を出せばいいのかわか ら ないん じゃ ないですか。 1 月 の委員会で決め る

のであれば、 1 月 の委員会までに……

○上田理事

はい。 したい と 思っ ています。

○鈴木委員

であれば、 皆 さ んの意見を委員会外で募る と い う こ と ですよね。

○上田理事

はい 、 そ う です。 そ して 、 1 月 の委員会で決めたい と思っ ています。

○鈴木委員

その委員会 と い う のは原因分析委員会ですね。

○上田理事

原因分析委員会でございます。

○岡井委員長

じゃ あ 、 こ のマニュアルについては今 日 の結論に基づいて変更 させていただ く と 。

それか ら 、 次、 3 番 目 の議事に挙がっ ていますのが、 救急搬送等における搬送元の診療
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録等の入手について。 分娩 した施設か ら新生児を別の医療機関に搬送した場合に 、 そ こ で

行われた新生児の診療情報を提供して も ら う のにある手続を と ろ う と い う こ と にな り ま し

た。 そ う い う 情報提供する こ と に関 して も 、 新生児側 と しては、 慎重な姿勢を示 してお ら

れる ので、 こ ち ら も 同 じで、 最初に妊婦さ んを診ていて 、 何か状況の変化があっ て 、 別の

医療機関に送っ て 、 そ こ で分娩 した と 。 そ う する と 、 分娩 した と こ ろが登録施設であれば、

こ こ に上がっ て く る わけですが、 前の情報が非常に重要である と い う 場合に、 前の施設は

ど う い う 診療を していたか情報を く だ さ い と い う 時に 、 これも 同 じ よ 効こ手続が必要だろ

う 、 そ う い う 意見でいいんですね。 その こ と を審議 していただき たい と 思います。

○後技監

本体資料の 3 ページの 3 ) で ございますが、 緊急搬送等におけ る搬送元の診療録等の入

手について と い う こ と でございます。 内容は岡井委員長か ら ご説明いただいた と お り でご

ざいます。 そ して 、 搬送元か ら情報をいただ く ために 、 資料 7 と 資料 8 の文書に よ る 、 よ

り 情報をいただ く よ う 搬送元の医療機関にお願いする こ と を考えてお り ます。 まず資料 7

ですけれ ど も 、 こ こ では患者さ んの ご家族に搬送元か ら情報をいただ く こ と の許可をいた

だ く と い う ための文書でございます。 資料 7 の 1 ページに書いてあ り ますこ と は 、 まず 1

段落 目 は、 原因分析には情報が必要です と い う こ と と 、 それか ら 、 次の段落には 、 □ □病

院か ら△△病院に転院 していますので、 △△病院からいただいた診療録のみでは十分では

ない と い う こ と で、 そ こ で次の段落で、 搬送元の□□病院に対 して情報を入手する こ と を

考えています と い う こ と で、 それにご同意 ･ 署名 く だ さ い 、 個人情報に配慮いた します と

い う こ と を書いてお り ます。 そ して 2 枚 目 がそのための同意書でございます。

こ の よ う な手続を経て、 各ご家族にご同意をいただいた次は 、 資料 8 でございま して 、

今度は搬送元の病院、 先ほ どの□□病院にこ の文書をお送 り する こ と に してお り ます。 1

ページ 目 には 、 先ほ ど 申 しま した こ と と 同様の こ と が書いてあ り ます。 そ して 、 中 ほ ど、

｢つき ま しては｣ か ら 、 患者 さ んの○○様か ら 同意をいただいてお り ますので、 協力をお

願い します。 必要な情報は別紙 1 、 これが 3 枚 目 か ら 4 枚 目 にな り ますけれども 、 別紙 1

に項 目 を記載 してお り ます。 それか ら 、 診療体制等に関する情報も ご記入をいただき 、 提

出をお願いいた します と い う こ と でお願いする よ う を こ してお り ます。

それか ら 、 報告書の公表について も最後の段落で書いてお り ます。 要約版がホームペー

ジに掲載 され、 マス キング した全文は手続を経て開示する と い う こ と を書いてお り ます。

そ して 、 いただいた情報は、 報告書作成のために使用する と い う こ と を書いてお り ます。
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そ して最終ページは、 別紙 2 になっ てお り ますが 、 原因分析報告書と い う のはこ う い う

構成にな り ますよ と い う こ と を書いてお り ます。

以上の よ う な手続を経て、 搬送元の医療機関か ら必要な場合は情報をいただ く こ と を考

えてお り ます。

以上です。

○岡井委員長

あ り が と う ご ざいま した。 ただいま のや り 方に関 して ご意見ございますで し ょ う か。

○水上委員

こ の資料 7 にあ る 、 患者 さ んに同意書を こ こ でま た再度 と る と い う こ と ですけれど も 、

最初の と き 、 申請 していただ く と き に一括 して と っ ていただ く 、 こ の件に関する こ と と い

う のは、 そ う いっ た こ と “までき ないんですか。 二度手間になる し、 郵送代も かかる し、 面

倒 く さ いん じゃないですか。

○岡井委員長

こ の間 ど う い う 話になっ ていま したっ け。 最初にその こ と はお願い してないんですよね。

○水上委員

こ の児に関する件に関 しての一切の医療機関、 かかわる 医療機関の情報提供に同意 しま

す と い う ふ う に して 、 -括 して と れば、 わ ざわ ざま た 、 転送 されてか ら 、 転送元の と こ ろ

の も と り 直そ う と い う 、 そ う い う 手間を多 く しな く ていいん じゃないですか。 患者 さ んは

これを 申請する に当たっ て 、 も ち ろんそ う いっ た こ と が行われる であろ う と い う こ と を予

想 して同意 していますよね。 これは時間 と 手間を増やすん じゃ ないですか。

○岡井委員長

事務的に ど う する かですけれ ど も 、 な るべ く 手間がない よ う に一括 して同意を得たほ う

がいい と思いますが 、 それをやれるかど う か。

○上田理事

N I C Uか ら の情報を と る に当たっ て も 、 こ う い う 方法で進めてお り ます。 つま り 、 家

族か ら 同意をいただいて、 その上で医療機関か ら情報をいただ く 。 それは確かに手間がか

か り ますけれども 、 これを 1 つずつ確実に進めます。

○水上委員

も ち ろんそ う なんですよ 。 それはそ う なんですが、 だか ら 、 一括 して 、 申請を していた

だ く と き に 、 例えば赤ちゃんが問題になっ ている わけですよね。 こ の赤ちゃんに関する 、
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も し く は私本人に関する こ の件に関するカルテ、 医療情報に関 して 、 関連する 医療機関か

らの情報提供を ど う します と 一括 と して と っ て しま っ た ら いかがですか と い う のが僕の提

案なんです。 そ う いっ た こ と も可能なはずですよね。

○岡井委員長

同意書を 1 つの手続でやって しまお う と 。

○水上委員

一番最初にやっ ちゃ う 。

○岡井委員長

新生児のほ う も ですが 、 分娩機関に送っ て も ら っ た最初見ていた搬送元の医療情報も全

部 と っ ていいですか と い う 同意を最初に と っ て しま えば……。

○後技監

前回の議論では、 搬送先の医療機関か らの情報を と る と き に同 じ よ う な議論をいた しま

した。 その と き 、 最初に情報をいろいろいただ く 同意はあ り ますけれど も 、 こ の よ う な分

析まで必要か ど う かはわか ら ないので、 搬送先の情報が必要になっ た ら 、 その と き改めて

丁寧に同意を と り ま し ょ う と い う こ と です。 これは前回までの議論です。 それ と これは同

じ よ う なや り 方にな り ます。 搬送先 と 搬送元の情報を取る ために 、 別々 に同意を取る わけ

ではあ り ませんので、 事例を見て 、 搬送先の情報が要る 、 あ る いは搬送元の情報が要る 、

ひ ょ っ と した ら両方の情報が要る 、 と思っ た ら 、 1 回丁寧に同意を と る と い う こ と ですね。

○岡井委員長

一括で両方聞 く と 。

○水上委員

と にか く 事務手続を簡単に したい。

○岡井委員長

ただ一番最初に こ う い う こ と も全部同意を と っ てお く と い う のはや ら ないわけですね。

○後技監

そ う ですね。

○岡井委員長

それでいいですか。 はい。

○松田委員

これは分娩にかかわる搬送と い う こ と ですか。 例えば里帰る と か、 外来紹介 と か と い う
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症例で、 で も前に返ら ない と いけない と い う 事例も……

○岡井委員長

それは必要に応 じてですから 、 重要な情報だと思えば と ら な く ち ゃいけない。 前の情報

が関連 していればですよ 。

じゃ あ 、 そ う い う こ と で、 新生児 と搬送元 と 両方同時に と る こ と も 当然あ る と い う こ と

ですね。

じゃ あ 、 こ の件はよ ろ し ゅ う ご ざいますか。 そ う します と 、 き ょ う の議題はも う 一つ、

報告書の公溺愛についてですね。 これは事務局から説明 していただけますか。

○後技監

それでは、 本体資料4ページ と 5 ページでございます。 4 ) 原因分析報告書の公表につ

いてでございます。 まずは 1 ) 前回の原因分析委員会における主な意見か らであ り ます。

1 つ 目 の丸ですけれ ども 、 開示請求の使用 目 的を学術的な研究な ど と してお り ま した。 具

体的な例を も っ と 挙げたほ う がいい と 。 例えば公共性のある利用について も認め る と した

ほ う がいい と い う ご意見があ り ま した。

それから 、 2 つ 目 の丸で、 報告書はいわゆる情報公開法でい う 請求対象 と な る のか、 調

べたほ う がいい と い う ご意見があ り ま した。

3 番 目 ですが、 一部のお母さ んで公表についで悩んでいる方もいる と い う こ と で、 理解

を求めて も らいたい と い う ご意見で、 理解を していただければ、 何が何でもお母 さ んから

同意を と る と い う こ と ではない と い う こ と 。

それか ら 、 最後ですけれど も 、 保護者への対応について 、 文章、 話 し言葉、 質問の受け

答えのマニュ アル作成、 こ の よ う に体制を整えて しっ か り やってほ しい と い う ご要望があ

り ま した。

これ らの ご意見について考えま した対応が 2 ) で ございます。 まず片仮名 のア 、 使用 目

的の範囲でご ざいますが 、 これは下の表にあ り ますよ う に 、 前回の提案内容の学術的な研

究に加えま して 、 学術的な研究 目 的での利用 、 それか ら公共的な利用及び医療安全のため

の資料 と しての利用な ど と い う こ と で具体的な表現にする こ と を考えま した。

それか ら 、 最終ページ、 5 ページですが、 片仮名 のイ で 、 情報公開法等 と の関係ですが、

こ こ は調べま した と こ ろ 、 当機構は財団法人であ り 、 行政機関の保有する情報の公開に関

する法律にい う 行政機関には該当 しません。 ま た 、 別途独法でも 同 じ よ う な法律があ り ま

すが 、 も ち ろん独法でも あ り ません。 ほかに当機構が保有する原因分析報告書の原文を公
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開する こ と を義務づけ る規定を有する法令も あ り ません。 そ こで該当 しない と い う 整理 と

してお り ます。

以上です。

○岡井委員長

あ り が と う ご ざいま した。 今の裁こつき ま して 、 ご質問 と かご意見ございませんで し ょ

う か。 ああい う 表現でいいですかね。

○水上委員

確認ですが 、 よ ろ しいで し ょ う か。 最後のページの当機構は財団法人であ り 云々 と い う

こ と は、 情報を公開 して く だ さ い と 申請 して も 、 今回の提案内容である学術的な研究 目 的

な どの利用 、 公共的な利用及び医療安全のための資料 と しての利用な ど以外では公開 しな

い と い う こ と ですか。

○岡井委員長

断る こ と ができ る と い う 。

○水上委員

断る こ と ができ る と い う こ と を意味 しているんですね。 わか り ま した。

○岡井委員長

立場 と して断る こ と ができ る立場にあ る と 。

○楠田委員

最終的にはこ の委員会で決め るんですか。

○岡井委員長

で し ょ う ね。

○楠田委員

こ の委員会が公表の是非を決める 。

○岡井委員長

ええ。 私たちのつ く っ た報告書ですか ら 、 そ こ が欲 しい と 言われた と と き に 、 そ こ に供

出する か ど う かは私たちが決め る のでいいん じゃ ないですか。 機構が決めるんですか。

○後技監

今の と こ ろ考えてお り ますのは、 まず大半はちゃん と した 目 的だと思います。 そ う い う

も のは事務的に さ っ さ と 開示……。

○岡井委員長
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-々議論 しな く て もいいやつはあ る け ど、 これは ど う かな と い う 場合ですよ ね。

○後技監

も しそ う い う 非常に判断が難しい も のがあれば、 ま た別途考え させていただき ます。

○岡井委員長

責任はこ の運営委員会が持つのか、 原因分析委員会が持つのか と い う こ と です。

○楠田委員

それは決めておいたほ う がいいん じゃないですかね。

○岡井委員長

そ う い う 紛 ら わ しい事態になっ た場合に判断を下すのは どこ か。 僕は こ こ でいいん じゃ

ないか と 思いますけれども 、 ど う ですか。

○上田理事

相談。

○岡井委員長

どこ と相談 ?

○上田理事

ですか ら 、 委員会。

○岡井委員長

こ こ で決めて も委員会がだめだ と い う 話があ る ので、 ど う なんだろ う 。 原因分析委員会

と しては こ ち ら で決めたい と い う こ と でいいですか。 報告書を公表 して く れ と 言われた と

き に 、 その理由 が妥当でない可能性があっ て 、 そ こ に提出 していい も のか ど う か と迷 う よ

う な こ と があっ たケース ……。

○上田理事

時間的な面があ り ますので、 基本的には機構で させていただいて、 も ち ろんケースの よ

って 、 委員長に相談 した り 、 あ るいは委員会に報告 させていただ く と い う こ と で、 基準が

ずれない よ う に進めたい と思っています。

○岡井委員長

それはそ う だけれ ど も 、 議論が必要な例があった と き 、 ど こ が責任を持っ て最終的な判

断をする のか と い う のを一応決めておいたほ う がいい と い う 意見なんですけ ど。 場合に よ

った ら 、 ｢そんな こ と 何で公表 したの。 そのために こ んなややこ しい社会問題を引 き起こ し

た。 だれが責任か｣ と言われた と き に 、 ｢はい 、 私です｣ と だれかが言 う よ う に しておいた
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ほ う がいい と い う こ と なんですけ ど。

○楠田委員

今決めれないな ら 、 決めないで……

○岡井委員長

それは今度までに決め る と い う こ と ですか。 じゃ あ 、 事務局案をつ く って も らお う と い

う こ と るこ しま し ょ う 。

ほかに 、 今の公表の件に関 しては よ ろ しいですか。

それでは、 ち ょ う どいい時間にな り ま したが 、 何か、 き ょ う 議論 して き た こ と 全体に関

して 、 最後に ご発言があればお伺い したい と思いますが、 よ ろ しいですか。

それでは、 あ り が と う ご ざいま した。 私、 委員長の責任と して、 中立 ･ 公平に 、 それか

ら厳密に分析 して 、 国民の皆さ んに信頼 して も ら え る よ う な報告書を書き たい。 それ と 同

時にその報告書に基づいて 、 学会 と か医会 レベルで、 それから個人の医師も 、 医療の質の

向上に向けて 、 脳性麻痺の発症頻度の低下に向けて 、 みんながその気持ちで動 く よ う に 、

そ う い う よ う な報告書を書 く 、 その こ と を 目 標に努力 したい と思いますので、 委員の先生

方にはこれか ら も ご協力をお願いいた します。

あ り が と う ございま した。

○後技監

次回のお知 らせをいた します。 次回 、 第 1 1 回の原因分析委員会は 1 月 に開催する こ と

を予定 してお り ます。 そ して実際の事例について原因分析を開始する こ と を考えてお り ま

す。 そ こ で 、 部会 と合同で原因分析委員会を開催いた します。 実際の事例を扱いますので、

非公開で審議をする予定でございます。 以上です。

○岡井委員長

あ り が と う ご ざいま した。

- 了 -
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